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大山町告示第７６号  

 

 平成２０年第９回大山町議会定例会を次のとおり招集する  

 

平成２０年９月５日  

                        大山町長  山  口  隆  之  

 

１  日  時   平成２０年９月９日 (火 ) 午前１０時００分  

 

２  場  所   大山町役場議場  

                                                

○開会日に応招した議員  

   近  藤  大  介           西  尾  寿  博  

 吉  原  美智恵           遠  藤  幸  子  

   敦  賀  亀  義           森  田  増  範  

 川  島  正  寿           岩  井  美保子   

 秋  田  美喜雄           尾  古  博  文   

 諸  遊  壌  司           足  立  敏  雄   

 小  原  力  三           岡  田    聰   

 椎  木    学                   野  口  俊  明                  

沢  田  正  己                    荒  松  廣  志                  

西  山  富三郎                   鹿  島    功  

                                        

○応招しなかった議員   

         なし      
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第  ９  回  大  山  町  議  会  定  例  会  会  議  録（第１日）  

平成２０年９月９日（火曜日）         

                                        

議事日程  

                           平成２０年９月９日  午前１０時００分開会  

１  開会（開議）宣告  

１  議事日程の報告  

日程第   1 会議録署名議員の指名について   

日程第   2 会期の決定について  

日程第   3 諸般の報告   

日程第   4  議案第 105 号   工事請負変更契約の締結について（名和中学校耐震補強及び

大規模改修工事）  

日程第   5  議案第 106 号  大山町巡回バスの運行に関する条例の一部を改正する条例

について  

日程第   6  議案第 107 号  平成 19 年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定について  

日程第   7  議案第 108 号  平成 19 年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて          

日程第   8  議案第 109 号  平成 19 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について   

日程第   9  議案第 110 号   平成 19 年度大山町開拓専用水道特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  10  議案第 111 号   平成 19 年度大山町地域休養施設特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  11  議案第  112 号  平成 19 年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資

金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  12  議案第  113 号  平成 19 年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  13  議案第 114 号  平成 19 年度大山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  14  議案第 115 号  平成 19 年度大山町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決

算の認定について  

日程第  15 議案第 116 号   平成 19 年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  16 議案第 117 号  平成 19 年度大山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について  
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日程第  17  議案第 118 号  平成 19 年度大山町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  18 議案第 119 号  平成 19 年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について  

日程第  19 議案第 120 号  平成 19 年度大山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

日程第  20 議案第 121 号  平成 19 年度大山町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  21 議案第 122 号  平成 19 年度大山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  22 議案第 123 号  平成 19 年度大山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  23 議案第 124 号  平成 19 年度大山町情報通信事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  24 議案第 125 号   平成 19 年度大山町水道事業会計決算の認定について  

日程第  25 議案第 126 号   平成 19 年度大山町索道事業会計決算の認定について  

日程第  26 議案第 127 号  平成 20 年度大山町一般会計補正予算（第 4 号）  

日程第  27 議案第 128 号   平成 20 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予

算（第 1 号）  

日程第  28 議案第 129 号   平成 20 年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第  29 議案第  130 号  平成 20 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算

（第 2 号）  

日程第  30 議案第  131 号  平成 20 年度大山町老人保健特別会計補正予算（第 3 号）  

日程第  31 議案第  132 号  平成 20 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算  

（第 2 号）  

日程第  32 議案第  133 号  平成 20 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算  

（第 2 号）  

日程第  33 議案第  134 号  平成 20 年度大山町情報通信事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第  34 議案第 135 号  平成 20 年度大山町索道事業会計補正予算（第 2 号）  

日程第  35 議案第  136 号  大山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例について  

日程第  36 議案第 137 号  御来屋漁港区域内における公有水面の埋立について  

日程第  37 行政視察調査の報告について  

                                        

本日の会議に付した事件  
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１  開会（開議）宣告  

１  議事日程の報告  

日程第   1 会議録署名議員の指名について   

日程第   2 会期の決定について  

日程第   3 諸般の報告   

日程第   4  議案第 105 号   工事請負変更契約の締結について（名和中学校耐震補強及び

大規模改修工事）  

日程第   5  議案第 106 号  大山町巡回バスの運行に関する条例の一部を改正する条例

について  

日程第   6  議案第 107 号  平成 19 年度大山町一般会計歳入歳出決算の認定について  

日程第   7  議案第 108 号  平成 19 年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて          

日程第   8  議案第 109 号  平成 19 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について   

日程第   9  議案第 110 号   平成 19 年度大山町開拓専用水道特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  10  議案第 111 号   平成 19 年度大山町地域休養施設特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  11  議案第  112 号  平成 19 年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資

金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  12  議案第  113 号  平成 19 年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  13  議案第 114 号  平成 19 年度大山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  14  議案第 115 号  平成 19 年度大山町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決

算の認定について  

日程第  15 議案第 116 号   平成 19 年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  16 議案第 117 号  平成 19 年度大山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について  

日程第  17  議案第 118 号  平成 19 年度大山町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  18 議案第 119 号  平成 19 年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について  

日程第  19 議案第 120 号  平成 19 年度大山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  
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日程第  20 議案第 121 号  平成 19 年度大山町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  21 議案第 122 号  平成 19 年度大山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

日程第  22 議案第 123 号  平成 19 年度大山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  23 議案第 124 号  平成 19 年度大山町情報通信事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

日程第  24 議案第 125 号   平成 19 年度大山町水道事業会計決算の認定について  

日程第  25 議案第 126 号   平成 19 年度大山町索道事業会計決算の認定について  

日程第  26 議案第 127 号  平成 20 年度大山町一般会計補正予算（第 4 号）  

日程第  27 議案第 128 号   平成 20 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予

算（第 1 号）  

日程第  28 議案第 129 号   平成 20 年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第  29 議案第  130 号  平成 20 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算

（第 2 号）  

日程第  30 議案第  131 号  平成 20 年度大山町老人保健特別会計補正予算（第 3 号）  

日程第  31 議案第  132 号  平成 20 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算  

（第 2 号）  

日程第  32 議案第  133 号  平成 20 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算  

（第 2 号）  

日程第  33 議案第  134 号  平成 20 年度大山町情報通信事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第  34 議案第 135 号  平成 20 年度大山町索道事業会計補正予算（第 2 号）  

日程第  35 議案第  136 号  大山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例について  

日程第  36 議案第 137 号  御来屋漁港区域内における公有水面の埋立について  

日程第  37 行政視察調査の報告について  

                                                                                                    

出席議員（２０名）  

１番  近  藤  大  介         ２番  西  尾  寿  博  

３番  吉  原  美智恵         ４番  遠  藤  幸  子  

５番  敦  賀  亀  義         ６番  森  田  増  範  

７番  川  島  正  寿         ８番  岩  井  美保子   

９番  秋  田  美喜雄        １０番  尾  古  博  文   

１１番  諸  遊  壌  司        １２番  足  立  敏  雄   



 6 

１３番  小  原  力  三        １４番  岡  田    聰   

１６番  椎  木    学        １７番  野  口  俊  明               

１８番  沢  田  正  己        １９番  荒  松  廣  志             

２０番  西  山  富三郎        ２１番  鹿  島    功  

                                        

欠席議員（なし）  

                                        

事務局出席職員職氏名  

局長  ………………  諸  遊  雅  照     書記  …………………柏  尾  正  樹  

                                        

説明のため出席した者の職氏名  

町長  …………………山  口  隆  之        副町長…………………田  中  祥  二  

教育長  ………………山  田   晋            代表監査委員………  椎  木  喜  久  男  

総務課長  …………   田  中    豊       企画情報課長  ………  野  間  一  成  

住民生活課長………  小  西  廣  子          税務課長  ……………中  田  豊  三  

建設課長  ……………押  村  彰  文           農林水産課長  ………池  本  義  親  

水道課長  ……………舩  田  晴  夫      福祉保健課長  ………戸  野  隆  弘  

人権推進課長  ………  近  藤  照  秋          観光商工課長  ………小   谷   正   寿                  

大山振興課長  ………  福  留  弘  明           診療所事務局長………斎   藤    淳  

地籍調査課長…………種   田   順   治        教育次長………………狩  野    実  

社会教育課長  ………小  西  正  記      学校教育課長…………西  田  恵  子  

幼児教育課長  ………高  木  佐奈江      農業委員会事務局長…高  見  晴   美  

                                        

午前１０時００分  開会  

○局長（諸遊雅照君） おはようございます。互礼を行います。一同起立。礼。着席。  

─────────────────・───・───────────────  

 開会・開議・議事日程  

○議長（鹿島  功君） みなさんおはようございます。本日より９月定例議会を開会

したいと思うわけでございます。本定例議会は、決算、１９年度決算ということで

ございまして、非常に昨年度の決算を審査していくわけでございます。非常に皆さ

ん方長期にまた亘っての定例議会になろうと思いますが、よろしくご審議をお願い

したいと思います。  

 その前にですね、冒頭、この定例議会の冒頭にですね、皆さんにお断りというか、

町民の皆さんにもお断りしたいと思うわけでございます。と、言いますのが、ここ

新聞に出てしまったということでございますが、われわれ議員がですね、の方の中
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で非常にまあ農業委員会の申請の漏れというようなことで、非常にまあ農業委員会

に対しての厳しい目、あるいは議員としての立場としてのモラルということにつき

まして、非常にまあ町民の皆さんに心配をさせてしまったというこの結果について

はですね、何としても議会として申し開きができません。そういう意味で、今後こ

のようなことが無いようにですね、議員としてもこれから審議あるいは各委員会全

員でですね、また検討いただきながら再犯ないようにしたいということを思ってお

りますが、まずもってそういう新聞に出て皆さん不信感を与えたということにつき

ましては、議会を代表いたしまして、一つお断りを申し上げたいというふうに思い

ます。  

 それでは、ただいまの出席議員は２０人です。定足数に達していますので、平成

２０年第９回大山町議会定例会を開会いたします。これから、本日の会議を開きま

す。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。  

─────────────────・───・───────────────  

      日程第１  会議録署名議員の指名について  

○議長（鹿島  功君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定によって、２番  西尾  

寿博君、３番  吉原美智恵君を指名いたします。  

─────────────────・───・───────────────  

日程第２  会期の決定について  

○議長（鹿島  功君）  日程第２、会期の決定についてを議題といたします。  

お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月２６日までの１８日間にしたい

と思います。ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり  〕  

○議長（鹿島  功君） 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日

から９月２６日までの１８日間と決定いたしました。  

─────────────────・───・───────────────  

      日程第３  諸般の報告  

○議長（鹿島  功君） 日程第３、諸般の報告を行います。監査委員からお手元に配

布のとおり、例月出納検査の結果報告がありました。検査資料は事務局にあります

ので閲覧してください。  

次に、本日までに受理した陳情は、お手元に配布いたしました「請願文書表」「陳

情文書表」のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託しましたので報告いたしま

す。  

次に、６月定例会において可決された意見書は、７月２日に関係方面へ提出いた

しました。  
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次に、本定例会に町長から提出された議案は、お手元に配布の提出案件表のとお

りであります。  

次に、町長から政務報告並びに報告第５号  平成１９年度決算に基づく大山町資

金不足比率の報告についてまで、計４件の報告の申し出がありました。これを許し

ます。町長。  

○町長  (山口隆之君 ) 議長。それでは議長のお許しをいただきましたので、政務の

報告をさせていただきます。  

平成２０年度９月定例議会におきます政務の報告をさせていただきます。   

 ６月定例議会以降における各種事務事業の取組み状況について、その主なものを

ご報告いたします。  

まず総務課の関係であります。第５４回鳥取県消防ポンプ操法大会についてです。 

 さる７月２０日日曜日、鳥取市賀露港埠頭の特設会場において、第５４回鳥取県

消防ポンプ操法大会が開催されました。  

本町からは、西部町村消防ポンプ操法大会を２位で勝ちあがった名和第２分団が

参加し、本年４月下旬から鍛えてきた規律と水出し操法の技術を、炎天下のもと多

くの観客の前で披露しましたが、残念ながら入賞するにはいたりませんでした。  

しかしながら、本町の代表として、約３か月にわたる長い訓練を継続された選手

皆さんのご苦労は大変なものがあったと感じております。選手の皆さん、そしてそ

れを支えてこられたご家族、また名和分団の皆さんに心から敬意を表するとともに

感謝を申し上げる次第であります。  

次に職員の人事異動についてであります。  

 本年４月からの機構改革を受けて、その後７月中旬に各課の３か月の間の問題等

の聞き取りを実施いたしました。その中で課題となっていることなどがありました

ので、町民への対応や関係機関へのスムーズな対応を図るため、８月１日付けで人

事異動を発令いたしました。異動内容についてはご承知のとおりであります。  

次に企画情報課関係であります。  

まず「２００８甲川渓流まつり」の開催についてでございます。これは第６回目

となります。８月３日日曜日、中山まちづくり実行委員会主催で、町内外から２０

４人の参加を得て開催をいたしました。天候に恵まれ、魚のつかみ取り・バーベキ

ュー・流しソーメン・竹細工作りと、日本百名谷のひとつで、自然豊かな「甲川渓

谷」の探検を多くの子供たちに堪能してもらった一日となりました。  

次に大韓民国襄陽郡の交流についてであります。今年７回目となりますホームス

テイ交流事業に、８月５日から８日まで、大山中学校の教頭を始めとする生徒１０

人、１年生が３人、２年生が２人、３年生が５人であります。更に引率団３名、計

１３名が、大韓民国江原道の襄陽郡を訪問しました。襄陽郡庁へは午後１０時過ぎ
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に着き、対面式終了後各ホームステイ先へと向かいました。翌日は、襄陽郡内中学

校のホームステイ先の生徒たちと郡内を見学しながら交流しました。また、ことば

の壁を乗り越え、少しの韓国語、英語を交えながらの交流を深めました。２泊３日

の短い日程ではありましたが、生徒たちはホームステイ先の家族や襄陽郡関係者に

感謝の気持ちを持ちながら、来年の訪日を約束して帰国をいたしました。  

次にだいせんファンクラブの交流会についてであります。ふるさとの情報を発信

し、大山町のＰＲやイメージアップを図りながら、会員相互の交流と情報提供の場

として、だいせんファンクラブ交流会を９月６日土曜日午後５時から大阪で開きま

した。交流会には、関西在住の会員３５人と来賓３人、議会の方から３人、そして

私、副町長をはじめ職員など１６人が参加をし、総勢５７人が集まりふるさとの話

や近況を交換しながら、和やかに時を過ごしました。  

本年も参加者からは、このような交流会の開催を望む声が多く聞かされました。

今後も、新会員の勧誘に力を注いでいきたいと考えておるところでございます。議

員の皆さんも、知り合いの方がありましたら、ぜひ紹介していただきますようにお

願いいたします。  

次に人権推進課の関係であります。まず大山町人権・同和教育推進者養成講座の

開催についてであります。  

各種企業・団体等における人権・同和問題学習を推進するためのリーダーを養成

し、活動の活性化を図ることを目的として、企業等を対象として２回、ＰＴＡ等を

対象として２回、計４回を７月・８月に開催いたしました。受講者数は６７人で、

主として「参加型学習」を通して熱心に受講していただきました。講座を終了され

た皆様には、この講座を契機として職場や組織におきまして、より一層活躍いただ

きますよう期待するものであります。  

次に、大山町みんなの人権セミナーの開催についてであります。同和問題をはじ

め、あらゆる人権問題の正しい理解と認識を深め、自分とのかかわりを考える機会

とするとともに、人権・同和問題学習の推進と実践活動に向けた資質の育成向上を

図ることを目的として、町民及び町内事業所勤務者等を対象に７月から開催してお

ります。全日程７回の内、２回終了し、参加者数は１３２人となっています。  

次に、福祉保健課関係であります。介護予防特定高齢者事業について、従来は一

般高齢者を対象としておこなっておりました「高齢者生活機能向上事業」を、今年

度から「特定高齢者」、つまり要介護状態になるおそれの高い虚弱な状態にあると認

められる６５歳以上の方を対象とした「介護予防特定高齢者事業」に改めて実施を

いたしております。  

 現在までに、生活機能評価の結果により「特定高齢者」と認定された方へご案内

をし、運動機能の向上を内容としたプログラムに２６名、閉じこもりや認知症等予
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防のプログラムに６１名、それぞれ参加しておられます。なお、この事業の対象と

ならない一般高齢者等については、従来から地域の集会所等でおこなっております

「転倒予防教室」や「生きがい活動支援事業」、また「３Ｂ体操」や「水中ウォーキ

ング」等に参加していただくことによって、介護予防の効果をあげるように努めて

おります。  

 次に農林水産課関係であります。みなと整備交付金事業についてでありますが、

御崎漁港防波堤整備工事（ケーソン製作その２）を５，６２８万円で株式会社井木

組が請負、施工中であります。漁村再生交付金事業について、御来屋漁港水産物直

販所、これは仮称でありますが、この建設工事を２，８１６万１ ,０００円で有限会

社権田工務店が請負、施工中であります。  

次、災害復旧事業についてであります。平成２０年６月２０日から２１日の梅雨

前線豪雨により被災を受けた農業用施設１件について、国の災害査定が終了し、早

期復旧に向け、今議会に補正予算を計上いたしております。  

次に、建設課関係であります。道路改良、町営住宅営繕工事についてであります。 

町道坊領佐摩線外改良工事を４７２万８，１５０円で有限会社古村重機が、町道住

吉塩津線改良工事を７０２万３，４５０円で有限会社前田建設が請負、完了いたし

ました。町道種原大野線改良工事を４，３８９万円で有限会社松本建設が、町道所

子中高線改良工事を１，７５３万５，０００円で有限会社林原工業が、ひかりが丘

団地外部塗装工事を４４１万円で有限会社小倉興産が、大山口団地ベランダ及び窓

手摺り改修工事を４７２万５，０００円で松岡建設有限会社が請負、施工中であり

ます。  

次に、水道課関係であります。種原地区簡易水道統合整備事業について、種原地

区簡易水道統合整備工事（１工区）を１，５７５万円で有限会社山下水道設備が、

種原地区簡易水道統合整備工事（２工区）を１，５７５万円で株式会社所子建設が

請負施工中であります。  

次に、観光商工課関係であります。第３回大山高原クロスカントリー大会であり

ます。今年３回目となりましたクロスカントリー大会を、７月２７日日曜日に全長

２㎞の豪円山のスキー場内の特設コースを会場に開催いたしました。  

今回は、インターハイが例年より１週間早く開催された影響で高校生合宿者の参

加が少なかったものの、一般の参加者が約８０名増加をし、東は千葉県、西は長崎

県からの参加もあり、総勢６２７名の参加申込みをいただきました。  

開会式終了時からしばらくは雨でしたが、途中から晴れ間も見え、すがすがしい

天候のもと、盛会のうちに終えることができました。  

次に、企業誘致関係であります。高田工業団地への誘致の状況についてでありま

す。県のご尽力により進出協定を締結いたしました株式会社タグチ工業につきまし
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ては、８月２５日の臨時議会で町有財産の売払いについてご承認をいただき、９月

３日付けで所有権移転登記の手続きを行ったところであります。  

 なお、タグチ工業においては、現在、工場建設に向けた設計に取りかかっておら

れるように承っております。  

次に、所子工業団地造成事業の進捗状況についてであります。高田工業団地の完

売に伴い、企業ニーズに即応できる工場用地を山陰道効果が発揮できる場所に確保

することを目的として事業を進めております所子工業団地、これからは「大山イン

ター工業団地」という名称も考えていきたいと思っていますが、これの造成事業に

つきましては、先の臨時議会で所子自治会からの用地取得を承認いただいたところ

でありますが、現在、道路新設工事とともに、団地造成及び上下水道の設計等、集

中的に事業を実施中であります。  

所子工業団地造成工事「測量・設計・用地調査」業務委託を２５７万２５００円

で、鵬技術コンサルタント株式会社米子支社が、所子工業団地造成に伴う下水管布

設設計委託業務を１２０万７，５００円で株式会社ウエスコ米子支店が、それぞれ

業務委託中であります。  

次に、大山振興課関係であります。  

まず財団法人大山恵みの里公社の取り組みについてであります。昨年８月 1 日に

設立をされました「財団法人大山恵みの里公社」の活動も丸 1 年が経ち、この間各

種セミナーや様々な販路開拓、町内生産者の組織等に取り組んでまいりました。７

月２７日には第４回となります大山恵みの里セミナー「失われた「売り上げ」を探

せ」を商工会と共に開催したところであります。  

 また、産地商社機能を発揮し、通常の流通ルートにのらない優れた町内産品を発

掘、磨き上げ、取りまとめ、販路に乗せていくという活動を本格化させるため、冷

蔵トラックの導入や人員の確保、生産者登録の拡大など体制を整えているところで

あります。  

今後も継続して販路の開拓、流通システムや大山町ブランドの確立に向けて取り

組みを強めていくことといたしております。  

次に、仮称でありますが、大山町観光交流センターについてであります。この建

設につきましては、８月２９日に地元説明会を行ないました。また、同日付で国土

交通省から計画の採択通知が届いたところでもあります。現在、用地の測量と文化

財の試掘調査に着手をしており、今後施設の詳細や運営形態等につきまして詰めて

いくこととしております。  

次に、旧大山眺海荘の活用についてであります。進出が予定されておりました、

総合アウトドアグッズメーカー「モンベル」の直営店が７月１１日にオープンいた

しました。改装前の眺海荘とはずいぶんと異なった趣の施設となり、中国地方では
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唯一の直営店ということもあり、登山客にとどまらない予想を大きく上回る来客が

ある等、好調な滑り出しであると伺っております。今後はこの流れを大山寺エリア

全体に拡げていくための取り組みを強化していく必要を感じているところでありま

す。  

次に、業務委託の契約状況についてであります。大山町観光交流センター測量調

査補償業務を２８１万４，０００円で、サンイン技術コンサルタント株式会社に委

託実施中であります。  

次に、診療所事務局関係であります。２４時間記録した心電図を解析するための

ホルター心電図解析装置を大山診療所に導入しました。４社による指名競争入札の

結果、有限会社内田医療器が３３６万円で落札し、７月２３日に納品いたしており

ます。  

次に、中山支所総合窓口課関係であります。中山支所コンピューター室エアコン

増設工事について、有限会社モロユ水道が９４万５，０００円で請負、完成しまし

た。これにより、室温を２４度に保つことが可能となり、安定したサーバー管理が

可能となりました。  

次に、学校教育課関係であります。まず、国際交流について、名和中学校と姉妹校

の韓国大東中学校との交流が２０周年になり、７月２９日から３１日までの３日間の

日程で、生徒、保護者、教職員３５名が来日されました。２９日に大山青年の家で日

韓親善交流２０周年記念式典を行ない、翌日は、両校の生徒が大山登山をし、お互い

に交流を深めました。  

中山中学校では、８月４日から１６日までの１３日間の日程で、生徒５名、引率

教員１名が姉妹都市アメリカ合衆国のテメキュラ市を訪問し、ホームステイをしな

がら、姉妹校のマルガリータミドルスクールと交流をしました。  

大山中学校は、韓国襄陽郡交流事業で、８月５日から８日までの４日間の日程で、

生徒１０名が韓国襄陽郡を訪問し、当地中学校生徒とホームステイ交流を行ないま

した。  

次に、工事関係であります。大山中学校教室・管理棟耐震補強工事を、３，６７

５万円で美保テクノス株式会社が、名和中学校耐震補強及び大規模改修工事を８，

１３７万５，０００円で有限会社アカギが請負、施工中であります。  

次に、幼児教育課関係であります。「保育所のあり方を考える会」について、８月

２７日から２９日の３日間、３地区で「保育所のあり方を考える会」を開催しまし

た。３日間で延べ８８人の参加があり、幼児教育課が試案を示していろいろなご意

見をいただきました。これらの意見を参考にしながら、来年度の体制を協議してま

いります。  

次に、社会教育課関係であります。まず総合文化祭について、６月３０日、総合
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文化祭実行委員会を開催し、第１回総合文化祭を１０月２５日、２６日に、大山農

村環境改善センター、大山農業者トレーニングセンターで開催することを決定しま

した。また、展示、ステージ発表、物販の専門部会を設置し、それぞれの部門で詳

細を検討いただいております。また、実施要項にもとづき、現在作品等を募集中で

あります。  

次に、大山カレッジについてであります。６月１９日、生涯学習の新しい取り組

みとして、大人のための学校「大山カレッジ」が中山中学校を会場に開講しました。

生徒は現在１３人で、毎週木曜日の午前中、中学校の学習時間にあわせて国語、数

学、英語、音楽、芸術、体育、保健を楽しく、いきいきと学んでおられます。  

次に、子ども会リーダー講習会についてであります。７月３１日、８月１日１泊

２日、大山青年の家で小学校４年から６年生を対象に、野外体験活動をとおして、

子ども会リーダーとしての資質を向上させるため、子ども会リーダー講習会を行い

ました。７９人が参加し、ネイチャーゲーム、水鉄砲の製作、赤松の池でのカヌー

など自然の中で、さまざまな活動にチャレンジをいたしました。  

次に、大山町・嘉手納町人材育成交流事業についてであります。今年で２１年目

を迎えた『大山町・沖縄県嘉手納町、人材育成交流事業』を、８月５日から８日ま

での４日間、町内の全小学校から１６人の参加のもと、行いました。  

参加した児童は沖縄の歴史や文化、民泊家庭、児童との交流を通じて郷土や友情

の大切さについて学び、多くの成果をあげることができました。本年１月には嘉手

納町からの訪問団を迎え、スキー交流や大山小学校との交流などを通じて、両町の

さらなる発展に寄与したいと考えています。  

次に、徴収金関係であります。未収金の縮減に向けて、未収金対策会議において

各課が一丸となり、連携を深めながら、２０年度は各課の未収金対策マニュアルに

沿って、電話催告、臨戸訪問等の外、法的処分による徴収に取り組んでおります。

今年度これまで実施しました法的処分の主なものは、税金の差押え６６件、水道の

給水停止２件、給水停止予告６件等であります。  

なお、各課の徴収実績は、別添の一覧表のとおりであります。また、６月以降の

各課の取り組みについては次のとおりであります。  

まず税務課・滞納対策室であります。各税の現年度分徴収については、督促状送

付後、納付がない場合に催告書を送付し、なお納付がない場合には、税務課が３班

編成で電話催告、臨戸徴収に取り組んでおります。  

滞納繰越分につきましては、滞納対策室が中心となり、法的処分を含め徴収に当

っており、不動産、債権等の動産差押に加え８月からは家宅捜索を行い、自動車等

の差押を行った他執行停止措置も実施をいたしました。  

次に、建設課です。町営住宅家賃の徴収については、電話での督促、臨戸訪問し
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面談を繰り返しながら取り組みました。また長期滞納者については、分納確約書を

提出いただき、現在入金もしていただいております。  

次、幼児教育課です。保育料の徴収については、徴収マニュアルを作成し、それ

に沿って行っております。督促状の送付、電話催告、臨戸訪問等、保育所とも連携

をとりながら行っています。  

水道課についてです。水道料金等の徴収については、電話での督促、臨戸訪問を

し面談を繰り返しながら徴収に取り組み、６月定例議会以降、水道料金を３ヶ月以

上滞納している２世帯について給水停止を実施いたしました。今後も収納率が向上

するよう取り組んでまいります。  

次、人権推進課です。住宅新築資金等貸付金の徴収につきましては、通常の徴収

業務をはじめ、８月には鳥取県に対して、鳥取県償還推進助成対象事業、本事業は、

借受人が自己破産をし、裁判所が免責決定を行い、連帯保証人は、生活保護を受け

ている状況等が対象となるものであります。この事業として、７件について事前協

議を行ったところであります。  

なお、貸金返還訴訟については、７月に全面勝訴が確定したことにより、不動産

の強制競売の申し立てを鳥取地裁米子支部に、９月に行うことといたしております。 

学校教育課であります。給食費の滞納分の徴収については、徴収計画を立て、月々

の支払額、支払日を定めて訪問徴収を行っています。米子市の該当者も含め、給食

センター所長、学校教育課職員が２名ずつチームを組んで取り組んでいるところで

あります。  

以上であります。  

続きまして、報告第３号  長期継続契約締結の報告について報告させていただき

ます。  

本案は、大山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第４条の

規定に基づき、リース契約等を締結いたしましたので、議会にご報告するものであ

ります。契約の名称、契約の内容、契約の相手側、契約期間、契約金額につきまし

ては、お手元に配布しております報告のとおりであります。以上で報告第３号の説

明を終わります。  

次に、報告第４号  平成１９年度決算に基づく大山町健全化判断比率の報告につ

いてであります。  

本案は、平成１９年６月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法

律」第３条の規定により、平成１９年度決算に基づく大山町健全化判断比率を議会

にご報告するものであります。  

健全化判断比率の指数は、実質赤字比率、 普通会計の実質赤字が標準財政規模に

占める割合であります。連結実質赤字比率、これは全会計の実質赤字が標準財政規
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模に占める割合であります。３番目として、実質公債費比率、これは一般会計等が

負担する公債費が標準財政規模に占める割合であります。４つ目として、将来負担

比率、これは一般会計等が将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合であり

ます。この４つの指標で判断するものでありまして、本町の指数はお手元に配布し

ております別紙のとおりであります。以上で、報告第４号の説明を終わります。  

報告第５号  平成１９年度決算に基づく大山町資金不足比率の報告についてであ

ります。  

本案は、平成１９年６月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法

律」第２２条の規定により、平成１９年度決算に基づく大山町資金不足比率を、議

会にご報告するものであります。  

資金不足比率は公営企業会計が対象で、資金不足額が事業規模に占める割合を示

すものであります。本町では、赤字決算の公営企業会計はございませんので、別紙

のとおりとなっております。以上で、報告第５号の説明を終わります。  

以上で報告を終わります。  

○議長（鹿島  功君）  これで諸般の報告を終わります。  

─────────────────・───・───────────────  

      日程第４  議案第１０５号  

○議長（鹿島  功君） 日程第４、議案第１０５号  工事請負変更契約の締結につい

て（名和中学校耐震補強及び大規模改修工事）を議題とします。提案理由の説明を

求めます。町長。  

○町長  (山口隆之君 ) 議長。ただいまご上程いただきました議案第１０５号  工事

請負変更契約の締結について（名和中学校耐震補強及び大規模改修工事）について

の提案理由の説明をさせていただきます。  

平成２０年８月２６日付けで名和中学校耐震補強及び大規模改修工事の変更仮契

約を締結したところであります。  

この工事請負変更契約を締結することについて、地方自治法第９６条第１項第５

号及び大山町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により、議会の議決を求めるものであります。  

契約の目的は、名和中学校校舎および体育館の耐震補強工事および校舎の大規模

改修工事であります。変更契約金額は、８，５９１万７，３００円で、元請負代金

に対する増減額は、４５４万２，３００円の増額です。工期と契約の相手方に変更

はありません。  

変更の内容は、管理棟屋上の高架水槽の老朽化に伴う取り替えと、体育館の火災

報知器の配線替えで、いずれも文部科学省の安全・安心な学校づくり交付金の補助

対象工事となるものであります。  
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以上で議案第１０５号の提案理由の説明を終わります。  

─────────────────・───・───────────────  

      日程第５  議案第１０６号  

○議長（鹿島  功君） 日程第５、議案第１０６号  大山町巡回バスの運行に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。

町長。  

○町長  (山口隆之君 ) 議長。ただいまご上程いただきました議案第１０６号  大山

町巡回バスの運行に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由の説明を

申し上げます。  

本案は、８月２０日に開催をされた大山町地域公共交通会議において、本町巡回

バスの中山・名和間が接続する前谷での乗り継ぎに適用する運賃の改定が承認され

たため、本条例の一部を改正するものであります。  

改正内容は、前谷で同時刻に接続をする３便の利用について、乗継便として引き

続き利用する場合に限り、乗車 1 回とみなして運賃を２００円とするものでありま

す。  

 なお、施行日は本年１０月１日とするものであります。これで、議案第１０６号

の提案理由の説明を終わります。  

─────────────────・───・───────────────  

      日程第６  議案第 107 号～日程第２５  議案第 126 号  

○議長（鹿島  功君） 日程第６、議案第１０７号  平成１９年度大山町一般会計歳

入歳出決算の認定についてから、日程第２５、議案第１２６号  平成１９年度大山

町索道事業会計決算の認定についてまで、計２０件を一括議題にします。  

提案理由の説明を求めます。町長。  

○町長  (山口隆之君 ) 議長。ただいまご上程いただきました議案第１０７号から議

案１２６号までの提案理由のご説明を申し上げます。  

まず議案第１０７号  平成１９度大山町一般会計歳入歳出決算の認定について提

案理由の説明を申し上げます。  

本案は、平成１９年度大山町一般会計歳入歳出決算について、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、監査委員の意見を付して提案いたしておりますので、認

定のほどよろしくお願いをいたします。  

 決算の概要につきましては、決算書１５９ページの「実質収支に関する調書」に

記載をいたしておりますが、歳入総額１０２億８，３１５万５，０４４円に対して、  

歳出総額９９億４，１６２万９，６５６円で、歳入歳出差引額３億４，１５２万５，

３８８円となっております。  

このうち、翌年度へ繰越すべき財源、繰越明許費繰越額でありますが、８，１２
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１万４，０００円を控除いたしますと、本会計の実質収支額は、２億６，０３１万

１，３８８円であります。  

 それでは、決算の概要について、歳入からご説明を申し上げます。  

平成１９年度大山町一般会計歳入決算額は、予算現額１０３億９，４０６万５０

００円に対し、調定額１０４億１，９２０万９，９６３円、収入済額１０２億８，

３１５万５，０４４円で、町税３，０５５万１，５９１円を不納欠損いたしており

ますので、収入未済額は、１億５５０万３，３２８円となり、予算額に対して９８．

９％、調定額に対して９８．７％の収入状況となっております。  

収入未済額の内訳は、第５款町税で、第５項町民税２，２８２万１４６円、第１

０項固定資産税７，４３９万８，２０７円、第１５項軽自動車税２５７万８，７０

０円、第４５款分担金及び負担金で、第５項分担金の農林水産業費分担金１３万１，

８０２円、第１０項負担金の民生費負担金２５万８，８４０円、これは保育料であ

ります。  

第５０款使用料及び手数料では、第５項使用料の衛生費使用料４万３，００６円、

土木費使用料４３７万４円、これは住宅使用料であります。  

第８５款では、第２５項諸収入の雑入で、旧大山地区の給食費９０万２，６２３

円の未収となっております。  

未収金対策については、昨年度に引き続き副町長をトップとするプロジェクトチ

ームを構成し、税については、新たに、県との税務職員相互併任制度の導入による

徴収体制の強化、また法的措置による不動産・動産の差押さえや、高額滞納者を呼

び出しての納税相談・分割納付計画の承諾など、昨年以上に強行に進めてきており

ますので、議員各位のご理解をお願いする次第であります。  

次に歳入の大きなウエイトを占める明細書１０ページ、第３５款地方交付税です

が、決算額は４８億１，５９３万９，０００円で、前年度比、額にして８，８９７

万円の増、率にして１．９％の増でありました。  

特に普通交付税は、１８年度に比べて約１億２，０００万円の増となっており、

その大きな理由としては、１９年度新たに「頑張る地方応援プログラム」対策とし

て、本町においては約１億６，７００万円の措置があったことによるものと分析を

いたしております。逆に、特別交付税については、市町村合併によるルール分の措

置が大幅に減じたことにより約３ ,０００万円の減となりました。  

次に明細書１４ページ第５５款国庫支出金でありますが、決算額は５億９，６１

５万６，４８５円で、前年度比約３億６，０００万円の減で、その減の大きな要因

として、１８年度は名和小学校建設費補助金５億６，８１９万７，０００円があっ

たことが上げられます。  

明細書２８ページ第９０款町債は、決算額１２億９，７４０万円で、前年度比２
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０億３，７１０万円の減であります。この減の大きな要因としては、前年度は、情

報基盤整備事業の財源としての１５億７，９４０万円、名和小学校統合校舎建設事

業の財源として９億７，３３０万円の借入れがあったことであります。  

次に、歳出の概要について、ご説明申し上げます。  

総括表６ページになりますが、平成１９年度の一般会計歳出決算額は、予算現額

１０３億９，４０６万５，０００円に対し、支出済額９９億４，１６２万９，６５

６円で、予算現額に対します執行率は、９５．６％であります。また、翌年度に繰

り越す額２億２，８３４万６，０００円を控除した不用額は２億２，４０８万９，

３４４円であります。  

歳出決算の内訳を性質別に見ますと、平成１９年度決算審査資料の１０ページに

ありますように普通建設事業費が１５億３，６５０万３，０００円で、平成１８年

度に比べ約２７億５，０００万円の減となっておりますが、情報通信基盤整備事業

及び名和小学校校舎等新築事業の減が大きな減少理由であります。  

また、積立金が約１億５，０００万円の増となっておりますが、これは１９年度

において、初めて合併振興基金を積み立てたことによるものであります。  

人件費は１８億６，６３１万９，０００円の決算で、前年度に比べ１．５％の増

となっており、その理由として、早期退職者にかかる退職手当組合負担金の増など

が増加要因となっているところであります。  

普通建設事業の主なものは、情報通信基盤整備事業の繰越分が、２億８，２３６

万円、中山小学校耐震補強及び大規模改修事業２億６，３４３万４，０００円、大

山中学校技術棟改築事業が１億４，４９２万１，０００円、県営畑地帯総合整備事

業負担金が１億１，３９８万１，０００円、町道文珠領線、種原大野線ほか道路整

備臨時交付金事業１億１，１０１万５，０００円、御崎漁港整備事業が６，７６４

万１，０００円、御来屋漁港整備事業４，４７６万６，０００円、大山恵みの里づ

くり計画推進事業５，４２３万３，０００円などであります。  

 平成１９年度における大山町の財政指標を決算統計に基づき申し上げます。決算

審査資料１３ページに記載をいたしておりますが、普通会計ベースで、経常収支比

率が８７．７％、起債制限比率が１３．６％、実質公債費比率が１６．１％、公債

費比率が１７．１％となっております。  

以上、平成１９年度大山町一般会計の歳入歳出決算の概要についてご説明を申し

上げましたが、詳細につきましては、お手元に配付の平成１９年度決算審査資料を

ご覧いただきますようにお願いをいたします。  

これで、議案第１０７号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１０８号  平成１９年度大山町土地取得特別会計歳入歳出決算の認

定について、提案理由のご説明を申し上げます。  
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本会計の歳入歳出決算額は、歳入８２万２，５６３円、歳出８２万８８５円で、

歳入歳出差引残額は１，６７８円であります。  

 歳入につきまして、ご説明をいたします。  

第５款財産収入の利子及び配当金８２万８８５円は、土地開発基金から生じた利

子であります。  

第１５款繰越金７９４円は、平成１８年度からの繰越金であります。  

第２０款諸収入８８４円は、預金利子であります。  

 次に、歳出についてご説明をいたします。  

第５款諸支出金、第５項公有財産取得費の土地取得費８２万８８５円は、歳入で

説明いたしました土地開発基金利子を土地開発基金に積立するため繰り出したもの

であります。  

 なお、土地開発基金の現金残高は、平成１９年度末現在２億６，６０６万２，７

００円となっております。  

以上で、議案第１０８号の提案理由の説明を終わります。  

次に議案第１０９号  平成１９年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてのご説明を申し上げます。  

決算額は、歳入総額が４，０００万２，６５０円で、歳出総額は、４，０００万

２，２３０円で、歳入歳出差引額は４２０円であります。  

はじめに、歳入の主なものについてご説明いたします。  

第５款県支出金３４２万４，０００円は、県からの貸付事業に係る補助金であり

ます。  

第１０款繰入金４２０万円は、一般会計からの繰入金であります。  

第２０款諸収入の主なものは，貸付金元利収入で、３，２０７万９，７３１円で

あります。  

不納欠損額は、３５１万４，６３１円で、収入未済額は、３億３４６万４，９０

２円となっております。  

次に、歳出の主なものについて、ご説明いたします。  

第５款総務費６６万３，５６４円は、貸付償還に係る事務費であります。  

第１０款公債費３，９３３万８，６６６円は、元利償還金であります。  

これで、議案第１０９号の提案理由の説明を終わります。  

続いて議案第１１０号  平成１９年度大山町開拓専用水道特別会計歳入歳出決算

の認定について提案理由の説明をいたします。  

歳入の決算総額２，２６４万４，２６８円に対し、歳出決算総額は１ ,２８１万４，

９６０円で差引残額９８２万９，３０８円を平成２０年度大山町開拓専用水道特別

会計に繰越しいたしております。  
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歳入についてご説明いたします。  

第５款管理収入１，３０９万７，２４８円は、計量給水料金であります。  

第１０款使用料及び手数料はありません。  

第１５款寄付金４０万円は、新規加入者２名からの寄付であります。  

第２０款繰越金８５８万９，８２７円は、前年度繰越金であります。  

第２５款諸収入５５万７，１９３円は、預金利子、県営汗入４期地区農免農道整

備工事に伴う物件移転補償、開拓水道施設管理負担金が主なものであります。  

次に歳出についてご説明いたします。  

第５款総務費１，２８１万４，９６０円は、萩原地区水道管更新工事、農免農道

整備工事に伴う水道管移転工事などの維持管理に要した経費であります。  

第９０款予備費からの支出はありません。以上で議案第１１０号の説明を終わり

ます。  

次に、議案第１１１号  平成１９度大山町地域休養施設特別会計歳入歳出決算の認

定について」の提案理由の説明を申し上げます。  

 本施設については１９年度から指定管理者制度を導入したところでありますが、

有料利用者数は１万１，８８８人で、１８年度の１万８９９人に対して９％の増と

なりました。  

 さて決算の状況でありますが、歳入総額１，５０３万４，２６３円、歳出総額１，

５０３万４，２６３円で歳入歳出差し引き０円であります。  

 まず歳入ですが、第１０款繰越金は前年度からの繰越金１９万７，６００円、第

１５款諸収入では一般会計繰入金１，４８３万６，５２２円、預金利子１４１円で

あります。  

一般会計からの繰入金でありますが、１８年度の決算額２，４５７万９，５７６

円に比べ約９７０万円の減となっております。  

 続いて歳出でありますが、第５款総務費はすべて施設管理費で、１，５０３万４，

２６３円の決算で、このうち指定管理料は１，３０３万円となっております。これ

で、議案第１１１号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１１２号  平成１９年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整

備資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、提案理由の説明をいたしま

す。  

この会計は、高齢者や障害者の住宅を整備する資金の貸付事業の特別会計で、既

に貸付事業を終了し、起債の償還も終了し、現在は貸付未収金の徴収に係る特別会

計であります。  

 決算額は、歳入総額が７万２，５６３円、歳出総額が７万２，０００円で歳入歳

出差引５６３円の残となっております。歳入の主なものについては、貸付金元利収
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入７万２，０００円であり、歳出の主なものについては、一般会計繰出金７万２，

０００円であります。以上で議案第１１２号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１１３号  平成１９年度大山町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について提案理由の説明をいたします。  

 歳入歳出の決算総額は、それぞれ５５０万８，８２３円であります。  

歳入についてご説明いたします。  

第１０款使用料及び手数料の２５２万２，７７４円は、水道使用料であります。  

第２０款繰入金２９８万４，５２７円は、一般会計繰入金であります。  

第２５款繰越金９３９円は、前年度繰越金であります。  

第３０款諸収入５８３円は、預金利子であります。  

次に歳出についてご説明をいたします。  

第５款維持管理費２６７万２５円は、施設の維持管理費に要した経費であります。 

第１５款公債費２８３万８，７９８円は、借入金の元利償還金であります。  

 第２０款予備費からの支出はありません。以上で議案第１１３号の説明を終わり

ます。  

続いて、議案第１１４号  平成１９年度大山町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について提案理由の説明を申し上げます。  

 本会計におきまして、歳入の総額２４億６，８５６万１，８４３円、歳出の総額

２３億５，５４０万６，７９６円となり、歳入歳出差引残額１億１，３１５万５，

０４７円を翌年度に繰越すものであります。  

歳入から款をおって主なものを説明いたします。  

 第５款国民健康保険税の収入済額は６億３，６５５万５，５４８円で、収納率は

現年度分が９４．３０％、過年度分が２３．２２％であります。１１２万円を不納

欠損しており、収入未済額は１億４，９８４万２，２１９円であります。  

第１０款使用料及び手数料１５万９，２８０円は、督促手数料であります。  

 第１５款国庫支出金７億４，１１８万７，２１８円の内訳は、療養給付費等負担

金、高額医療費共同事業負担金、財政調整交付金及び後期高齢者医療制度補助金で

あります。  

 第２０款療養給付費等交付金３億２，２１２万７，０００円は、退職被保険者の

医療費に係る交付金であります。  

 第２５款県支出金１億１，１３８万４，４３４円は、高額医療費共同事業県負担

金および財政調整交付金であります。  

 第３０款共同事業交付金３億２，３０４万８，３２５円は、８０万円以上の高額

医療費共同事業に係る交付金及び３０万円以上のレセプトに係わる保険財政共同安

定化事業交付金であります。  
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 第３５款財産収入１２９万７，３４８円は、積立預金利子であります。  

 第４５款繰入金１億７，９８０万３，９０５円は、保険税軽減分、職員給与費等

繰入金、出産育児一時金繰入金、財政安定化支援事業繰入金であります。  

 第５０款繰越金１億５，１７５万４，６６６円は、前年度の決算による繰越金で

あります。  

 第５５款諸収入１２４万４，１１９円は、交通事故による第三者行為の返還金が

主なものであります。  

 次に歳出についてご説明いたします。  

第５款総務費５，５５５万４，９８５円は、職員給与費、電算共同処理に係る委

託料、国保連合会負担金が主なものであります。  

 第１０款保険給付費１５億７５２万３，３５２円は、各種医療費及びその審査支

払手数料、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費に支出しております。  

保険給付費は一般で年間１人当り２４万１，０００円、退職者で３２万５，００

０円、老人で６３万１，０００円となっております。  

 第１５款老人保健拠出金３億２，５８１万４，２３５円は、社会保険支払基金へ

の国保老人分としての負担金であります。  

 第２０款介護納付金１億２，３５２万８，９３７円は、介護給付費に係る社会保

険支払基金への負担金であります。  

 第２５款共同事業拠出金３億７２万５，３７４円は、高額医療費共同事業及び保

険財政共同安定化事業に係わる負担金であります。  

 第３０款保健事業費１，８６０万１，１７４円は、医療費通知作成委託料、人間

ドック委託料、総合健康づくり事業に係る報償費、需用費が主なものであります。  

第３５款基金積立金を１２９万７，３４８円としております。  

第４５款  諸支出金２，２３６万１，３９１円は、保険税の還付金及び前年度実

績に伴う補助金の償還金であります。以上で議案第１１４号の提案理由の説明を終

わります。  

次に、議案第１１５号  平成１９年度大山町国民健康保険診療所特別会計歳入歳

出決算の認定について、提案理由のご説明をいたします。  

 本案は、町内の名和診療所・大山口診療所・大山口リハビリセンター・大山診療

所の４診療所の施設勘定決算であります。歳入総額４億７，７４９万６，３７４円、

歳出総額４億３，８２４万７，９０７円で、歳入歳出差引残額３，９２４万８ ,４６

７円となっております。  

歳入から主なものを説明をいたします。  

 第５款診療収入３億６，５７５万６，０６４円は、入院・外来診療報酬収入及び

一部負担金収入が主なものであります。  



 23 

第１０款使用料及び手数料１，７７０万４，２４４円は、文書料、健康診断料及

び予防接種手数料であります。  

次に歳出についてご説明をいたします。  

第５款総務費２億１，０７９万１，１１２円は、職員の人件費、代診医師の報償

費及び医療事務委託料が主なものであります。  

第１０款医業費１億９，６９５万２，２１５円は、医薬品代、各種検査委託料及

び医療機器の借上料であります。以上で議案第１１５号の提案理由の説明を終わり

ます。  

○議長（鹿島  功君）  ここで暫時休憩をします。再開は１１時１５分から。  

午前１０時５８分  休憩  

─────────────────・───・───────────────  

午前１１時１８分  再開  

○議長（鹿島  功君）  再開いたします。それでは引き続き説明をお願いします。  

○町長（山口隆之君）  それでは引き続き提案理由のご説明を申し上げます。  

議案第１１６号  平成１９年度大山町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての提案理由のご説明を申し上げます。  

  本会計の歳入総額は２１億２，０２１万４，１８７円、歳出総額は、２１億８，

７２７万８，９１６円で歳入歳出不足額６，７０６万４，７２９円については、翌

年度歳入を繰上げしております。  

  第５款支払基金交付金１０億９，６０９万８，０００円は、社会保険診療報酬支

払基金から老人医療費に係る交付金と、審査支払手数料交付金であります。  

  第１０款国庫支出金６億６，９６３万５，８４０円は、医療費に係る国庫負担金

であります。  

  第１５款県支出金１億６，８６３万円は、医療費に係る県負担金であります。  

 第２０款繰入金１億８，１０４万５，０００円は、医療費に係る町負担分を一般

会計から繰入れたものであります。  

第２５款繰越金４４６万５，２０９円は前年度からの繰越金であります。  

第３０款諸収入３４万１３８円は預金利子でございます。  

  次に歳出についてご説明いたします。  

第５款医療諸費２１億６，７５７万８２８円は、医療給付費・医療支給費・高額

医療費及び審査支払手数料であります。  

 第１０款諸支出金１，９７０万８，０８８円は、前年度実績に伴う交付金の償還

金であります。以上で議案第１１６号の提案理由の説明を終わります｡ 

次に、議案第１１７号平成１９度大山町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、提案理由の説明をいたします。  
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 本会計におきまして、歳入総額１７億３，２９８万５，７６６円、歳出総額１７

億２，４１３万３，０１０円で、歳入歳出差引８８５万２，７５６円の残額となっ

ております。  

 歳入から款をおってご説明をいたします。  

第５款介護保険料の収入済額は、２億７，１３４万４，１６８円、収入未済額は  

６０６万７，８８６円であります。第１０款使用料及び手数料３万７，０４０円は

督促手数料であります。  

第１５款国庫支出金４億２，１１３万１，５０８円は、介護給付費及び地域支援

事業費に係る国庫負担金及び調整交付金が主なものであります。  

第２０款支払基金交付金４億９，９１２万２２１円は、第２号被保険者の納付保

険料が介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金として交付されたものであり

ます。  

 第２５款県支出金２億５，１０７万６，６４７円は、介護給付費及び地域支援事

業費の県負担金として交付されたものであります。  

第３０款繰入金２億６，６０４万６，８５９円は介護給付費及び地域支援事業費

に係る町負担及び職員給与費等を一般会計から繰入れしたものであります。  

 第３５款繰越金１，７７２万５，６５２円は前年度決算によるものであります。  

 第４０款諸収入５０万３，６７１円は介護予防事業の利用者負担金が主なもので

あります。  

 第４５款町債６００万円は、介護給付費の歳出増が、保険料等の歳入増を上回り、

財政不足が見込まれたため、鳥取県介護保険財政安定化基金より貸付を受けたもの

であります。  

 次に歳出について説明いたします。  

 第５款総務費３，５４６万６，５５９円は、職員の人件費、電算処理業務委託料、

介護認定時の主治医意見書作成料委託料が主なものであります。  

第１０款保険給付費１６億９２２万５，３８５円は、介護サービス等諸費、低所

得者の方を対象とした特定入所者介護サービス費、高額介護サービス等費、介護予

防サービス等諸費、国保連への審査支払手数料に支出しております。  

 第１５款地域支援事業費５，８５５万６６８円は、地域で自立した生活をおくる

ことを支援する介護予防事業費や包括支援・任意事業費として支出いたしておりま

す。  

 第２０款財政安定化基金拠出金１５２万７，５９８円は、鳥取県介護保険財政安

定化基金条例に基づき拠出したものであります。  

 第２５款公債費１，１３２万７，０００円は、鳥取県介護保険財政安定化基金か

らの借入金の償還金であります。１９年度の借入金６００万円につきましても２０
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年度から３年間で償還してまいります。  

 第３０款諸支出金８０３万５，８００円は、第１号被保険者の死亡・転出等に伴

う介護保険料の還付金、前年度実績による国・県介護給付費負担金及び地域支援事

業交付金の返還金であります。  

 以上で議案第１１７号の提案理由の説明を終わります。  

議案第１１８号平成１９年度大山町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて提案理由のご説明をいたします。  

本案は、大山診療所の介護保険サービス事業施設勘定決算であります。歳入総額

２，６３７万３，４５８円、歳出総額２，５７３万４，２１０円で、歳入歳出差引  

残額６３万９，２４８円となっております。  

歳入から主なものを説明いたします。  

第５款サービス収入１，９７５万２，５０６円は、介護給付費収入及び一部負担

金収入が主なものであります。  

次に歳出についてご説明をいたします。  

第１０款サービス事業費２，１７０万３，１９８円は、医師及び看護師等嘱託職

員の人件費と光熱水費であります。  

以上で議案第１１８号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１１９号  平成１９年度大山町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてご説明申し上げます。  

 歳入の決算総額４億６，７１４万９，１５５円に対し、歳出決算総額４億６，６

９４万６，１８３円で歳入歳出差引残額２０万２，９７２円は平成２０年度大山町

農業集落排水事業特別会計へ繰越をいたしております。  

歳入についてご説明いたします。  

第５款分担金及び負担金１９８万７，５６０円は、加入分担金であります。  

第１０款使用料及び手数料１億１５５万６，４５６円は、下水道使用料でありま

す。  

第２５款繰入金３億４，９０３万２，０００円は、一般会計からの繰入金であり

ます。  

第３０款繰越金９７万３，４７４円は、前年度からの繰越金であります。  

第３５款諸収入１，３５９万９，６６５円は、預金利子、消費税還付金、県道旧

奈和西坪線改良工事に伴う下水道施設移転補償費が主なものであります。  

次に歳出についてご説明いたします。  

第５款事業費１億１０６万８，６８４円は、処理場等の施設管理、修繕等に要し

た経費であります。  

第１０款公債費３億６，５８７万４，３４９円は、起債の元利償還金であります。  
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第１５款諸支出金３，１５０円は、過誤徴収の使用料還付をおこなったものであ

ります。  

第９０款予備費からの支出はありません。以上で議案第１１９号の提案理由の説

明を終わります。  

次に、議案第１２０号  平成１９年度大山町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について提案理由の説明いたします。  

 歳入の決算総額４億９，５５８万３，７７０円に対し、歳出決算総額は４億９，

５０９万６，６６６円で歳入歳出差引残額４８万７，１０４円は平成２０年度大山

町公共下水道事業特別会計へ繰越をいたしております。  

歳入についてご説明いたします。  

第５款分担金及び負担金２，１９０万円は、加入分担金であります。  

第１０款使用料及び手数料９，８３３万７，５７８円は、下水道使用料でありま

す。  

第１５款国庫支出金３，０００万円は、公共下水道事業に対する補助金でありま

す。  

第２０款繰入金３億２，３０５万４，０００円は、一般会計からの繰入金であり

ます。  

第２５款繰越金３万９，５０２円は、前年度からの繰越金であります。  

第３０款諸収入５０５万２，６９０円は、預金利子、消費税還付金が主なもので

あります。  

第３５款町債１，７２０万円は、当会計事業費に充当いたしております。  

次に歳出についてご説明いたします。  

第５款事業費１億６，０４８万１，４７８円は処理場等の施設管理と名和地区の

公共下水道工事等に要した経費であります。  

第１０款公債費３億３，４６０万１，６４３円は、起債の元利償還金であります。  

第１５款諸支出金１万３，５４５円は、下水道使用料還付金であります。  

第９０款予備費は支出が無く全額不要額としております。以上で議案第１２０号

の説明を終わります。  

続いて議案第１２１号  平成１９度大山町風力発電事業特別会計歳入歳出決算の

認定について提案理由の説明を申し上げます。  

歳入の決算総額５ ,５１８万８ ,２００円に対し、歳出決算総額は、５ ,０７６万４ ,

０６８円で、歳入歳出差引残額は、４４２万４ ,１３２円であります。  

歳入についてご説明いたします。  

第５款県支出金１６５万２１１円は、事業に着手しました平成１５年度、平成１

６年度に借入れした起債の償還利息３３０万４２３円に対する利子補給補助金であ
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ります。  

第１０款繰越金１ ,５１６万５ ,４２１円は、前年度繰越金であります。  

第１５款諸収入３ ,８３７万２ ,５６８円は、本会計の預金利息、売電収入、雷に

よる建物災害共済金であります。  

次に歳出についてご説明をいたします。  

第５款総務費４ ,６７７万３ ,７４２円は、電気主任技術者賃金等、雷被害等によ

る施設修繕費、維持管理に係る電気料金や通信経費、保守点検業務委託料、消費税、

風力発電基金積立金が主なものであります。  

第１０款公債費３９９万３２６円は、起債償還金の元金及び利子であります。  

これで議案第１２１号の提案理由の説明を終わります。  

続いて議案第１２２号  平成１９年度大山町温泉事業特別会計歳入歳出決算の認

定について提案理由の説明を申し上げます。  

 なかやま温泉「ゆーゆー倶楽部ナスパル」は、平成１９年度より指定管理者によ

り運営いたしております。年間入浴者数は８万９，６４１人で、前年度の８万９，

１３３人を若干ではありますが上回ることができました。  

 決算内容でありますが、歳入の収入済み額が５３５万１，９３２円、歳出の支出

済み額が５３５万４２８円で、歳入歳出差引残額は１，５０４円となりました。  

 歳入の内訳でありますが、主なものは、指定管理者やナスパルタウン居住者から

の温泉使用料３０２万６，８３５円、一般会計繰入金５０万９，０００円でありま

す。  

 歳出では、温泉館の指定管理委託料３５０万円、消費税１１５万４，６００円が

主なものであります。  

以上で、議案第１２２号の提案理由の説明を終わります。  

続いて議案第１２３号  平成１９年度大山町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算

の認定について提案理由の説明をいたします。  

この会計は、分譲宅地「ナスパルタウン」「御来屋団地」「東岡山団地」の維持管

理、販売を行う会計であります。  

 歳入の決算総額１億３，８０２万３，６５０円に対し、歳出の決算総額６，７７

９万７，４４４円で、差引残額７，０２２万６，２０６円を翌年度に繰り越すもの

であります。  

 多額の繰越の大きな要因は、「ナスパルタウン」の起債元金償還が平成１６年度

まで据置期間であったため発生をせず、土地の売り払い収入が積み重なったことに

よるものです。  

 歳入についてご説明をいたします。  

 第５款財産収入５，８１５万２，０００円は、土地売り払い収入であり、内訳は
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「ナスパルタウン」９区画分と「御来屋団地」１区画分であります。  

 第１５款繰越金７，９１６万１，４０３円は前年度繰越金であります。  

 第２０款諸収入７１万２４７円は、町預金利子１８万５，２４７円と「ナスパル

タウン」の宅地分譲契約解除違約金５２万５，０００円であります。  

 次に歳出についてご説明いたします。  

 第５款宅地造成事業費７３５万７，００１円の主なものは、紹介者への謝礼金、

パンフレットの印刷代など販売促進費１２６万６，６２１円、維持管理委託料１３

万３，９８０円、ごみ置場設置工事などの工事請負費７０万１，４００円、「ナス

パルタウン」の宅地分譲契約解除に伴う宅地の買い戻しのための公有財産購入費５

２５万５，０００円であります。  

 第１０款公債費６，０４４万４４３円は、起債の元金償還金５，６３０万円と償

還金利子４１４万４４３円であります。  

 第２０款予備費につきましては、支出はなく全額不要額といたしております。  

 以上で議案第１２３号の提案理由の説明を終わります。   

続いて議案第１２４号  平成１９年度大山町情報通信事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」の提案理由の説明を申し上げます。  

歳入の決算総額１億２ ,９２３万３ ,２４０円に対し、歳出決算総額は、１億２ ,８

８３万６ ,３４０円で、歳入歳出差引残額は、３９万６ ,９００円であります。  

歳入についてご説明いたします。  

第５款分担金及び負担金３３万円は、新規引込工事を行なった加入者の負担金で

あります。  

第１５款財産収入４，４６９万円は、中海テレビ放送への施設貸付料であります。  

 第２０款繰入金８，１６２万７，２２４円は、起債償還金相当、人件費、その他

一般会計からの繰入金であります。  

第３０款諸収入２５８万６，０１６円は、支障移転工事の補償金等であります。  

次に歳出についてご説明をいたします。  

第５款総務費９ ,３０４万３ ,７４９円は、人件費、ケーブル等の修繕費、施設の

保守委託料、電柱等の使用料、支障移転工事費、編集機材の購入費等が主なもので

あります。  

第１０款公債費３，５７９万２，５９１円は、起債償還金の元金及び利子であり

ます。  

これで、議案第１２４号の提案理由の説明を終わります。  

続いて議案第１２５号  平成１９年度水道事業会計決算認定について提案理由の

説明をいたします。  

はじめに、業務の状況ですが、給水栓数５，５２０栓、給水人口１万６，１５７
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人に給水、年間総給水量１５１万６，０２９立方㍍を供給し有収率は８５％でした。  

 経理の状況につきまして、決算報告書１ページ（１）収益的収入及び支出の収入、

第１款水道事業収益で２億３，３７９万３，０１３円、支出の第１款水道事業費用

では２億５，９４０万５７１円であります。  

 次に、（２）資本的収入及び支出の資本的収入では企業債の借入８２０万円、水

道管の移転補償費が県道赤崎大山線改良工事等で８５３万７，５４３円、企業債の

元金補助として補助金３，０４６万５，０４５円で第１款資本的収入合計が５，７

２０万２，５８８円であります。  

 続いて、資本的支出では、鈑戸地区簡易水道統合整備工事等による建設改良費が

４，６１８万３，９７７円、企業債償還金が８，９５９万２，７６８円で第１款  資

本的支出合計が１億３，５７７万６，７４５円となり資本的収支の不足する額７，

８５７万４，１５７円は、過年度分消費税資本的収支調整額１０６万６，１８５円

と過年度分損益勘定留保資金７，７５０万７，９７２円で補填いたしております。  

 続いて収益的収支の詳細ですが、決算報告書５ページ収益費用明細書により説明

をいたします。  

 第１款水道事業収益の中の営業収益で主なものは、水道使用料で２億５１６万２，

１６０円、その他営業収益の他会計負担金の６７１万３，１６０円は消火栓維持管

理負担金、開拓専用水道管理負担金等であります。  

 次に、営業外収益の他会計補助金９４８万７，２９８円は、企業債の利息の補助

を一般会計から受けたものであります。  

また、雑収益のその他雑収益３７万４，７９７円は過年度消費税還付金が主なも

のであります。  

次に、第１款水道事業費用ですが、営業費用の原水及び浄水費の委託料５５４万

６，２００円は水質検査料金、動力費の１，４４９万４，２５８円は水源池等の電

気料金であります。  

続いて、配水及び給水費は職員３名分の給料、手当等とメーター検針に要する委

託料５０６万円、その他配水管修繕等に要した修繕費２，５１９万３，８２８円で

主な修繕工事は、中山地区ＪＲ山陰本線住吉第２踏切地下に埋設した配水管更新で

あります。  

 次の、総係費につきましては職員３名分の給料、手当等と減価償却費８，３１８

万６，２４２円は構築物等の減価償却費であります。  

 資産減耗費はありません、その他営業費用６万５，６１５円は過年分料金減額還

付金であります。  

 続いて、営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息５，９６９万４，

１１３円は財務省と公営企業金融公庫への企業債の利息、雑支出のその他雑支出１
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２万９，１９８円は控除対象外消費税の精算であります。  

 次の、特別損失の臨時損失はありません。過年度損益修正損７６６万５，３１５

円は、過年度料金を欠損したものであります。以上で、議案第１２５号の提案理由

の説明を終わります。  

 続いて議案第１２６号  平成１９年度大山町索道事業会計決算の認定について提

案理由のご説明を申し上げます。  

  平成１９年度は昨年同様、大山スキー場開き祭、１２月２３日に行っております

が、この時には滑走可能な積雪がなく、１２月３１日からの営業となりました。積

雪量は、昨シーズン当初には１ｍに及ばない程度でしたが１月下旬になると本格的

な冬型の気圧配置に恵まれ安定した積雪量となり、３月２３日のシーズン終了まで、

雪不足を心配することなく営業を行いました。  

リフト営業は、１２月３１日から３月２３日までの８４日間、前年度は５０日間

でありました。この期間の営業日数となり、入り込み客数は、全国的にスキー離れ

や趣味の多様化などによりスキー人口も減少傾向のなか、昨年から実施の平日駐車

料金無料化やリフト半日券の料金改定の取り組み効果により、平日は例年並みの客

数でしたが、シーズンを通しては週末に悪天候になるなど、天候サイクルが悪く例

年の半分にしか達しませんでした。  

 大山スキー場全体の入り込み客数は１７万人で、対前年度比２８ .８％増でした

が、積雪が十分にあった対前々年度比は７７ .２％で、昨年度に続き２０万人を下

回る状態となりました。  

  決算の内容は、索道事業収益が１億３ ,１４７万１ ,６４４円、食堂部門でありま

す附帯事業収益が２ ,９９６万９ ,００５円で、合計１億６，１４４万６４９円とな

り、対前年度比１３５ .９８％、大山全体では１０８ .８７％であります。というこ

とになり、雪不足の対前年度比４ ,２７１万５ ,８１９円の増収となりましたが、対

前々年度比では３ ,７８１万２ ,２３５円の減収となりました。  

一方、支出は、リフト部門・レストラン部門と人件費削減等経費節減に努めたこ

とで、索道事業費用が９ ,２９６万２ ,９０４円、附帯事業費用が３ ,７３２万７ ,１

１４円で、合計１億３ ,０２９万１８円となり、対前年度比２ ,５７０万３ ,７１７円

の節減に努めた結果、３ ,１１５万６３１円の純利益となりました。  

  以上により、翌年度繰り越し欠損金は５億９ ,１６５万８ ,４６８円、長短期の借

入金は無しとなっております。  

 スキー場経営は全国的に大変厳しい状況が続いておりますが、イベント・広告宣

伝の充実、経営合理化策の実践等により引き続き黒字経営を目指す考えでございま

す。よろしくご審議の上、認定いただきますようお願いいたします。  

  以上で議案第１２６号の提案理由の説明を終わります。以上で終わります。  

─────────────────・───・───────────────  

○議長（鹿島  功君）  決算に関する議案について提案理由の説明が終わりました

ので、監査委員の審査報告を求めます。代表監査委員  椎木喜久男君。   

○代表監査委員（椎木喜久男君） 平成 19 年度の監査しました審査報告の審査結果
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を報告したいと思いますが、この審査にあたりまして、課長さん並びに担当職員の

方に大変お世話になりまして、資料の提出なり作成などいろいろとご面倒かけまし

たが、本当にありがとうございました。  

そこで平成１９度の大山町歳入歳出決算審査の意見書を作成しましたのでご報告

申し上げます。  

地方自治法第２３３条第２項の規定により審査に付された平成１９年度大山町一

般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書並びに地方自治法第２４１条第５項の規定

により審査に付された基金の運用状況について審査したので、下記のとおり意見を

付します。  

審査の概要でございますが、審査の対象は、一般会計から特別会計の１７件、そし

て企業会計の２件について審査しましたので、ご報告したいと思います。  

審査の対象としまして、そこに掲げております一般会計１件、特別会計１７件、そ

の他企業会計を２件について伺いました。  

まず一般会計でございますが、一般会計の歳入歳出決算の総額は、一般会計と特

別会計とを合わせまして、歳入１８４億８，３４０万１，７４９円、歳出１７９億

６ ， １ ４ ７ 万 ４ ， ７ ８ ５ 円 、 差 引 し ま す と ５ 億 ２ ， １ ９ ２ 万 ６ ， ９ ６ ４ 円      

となっております。先ほど町長さんからも詳しく中身について説明がありましたの

で、その下の表を見ていただきますと、一般会計で申しますと歳入が１０２億８，

３１５万５，０４４円、歳出が９９億４，１６２万９，６５６円、差引で３億４，

１５２万５，３８８円、特別会計でみますと８２億２４万６，７０５円、歳出が８

０億１，９８４万５，１２９円、差引で、１億８，０４０万１，５７６円となって

おります。したがって、その合計しますと先ほど申し上げました金額になります。  

審査の期間でございますが、平成２０年７月２８日から８月の８日までのうちの

９日間でございます。  

審査の場所は、大山町役場議会図書室。審査の出席者は、説明者を含めまして代

表幹事監事でありますわたしと尾古監事、そして総務課長ほか各担当課長並びに担

当職員ということでございます。  

審査の方法ですが、この審査にあたっては、町長から提出された平成１９年度歳

入歳出決算書及び事項別明細書・実質収支に関する調書、財産に関する調書につい

て、（１）でございますが、決算計数は、正確で誤りはないか。 (２ )予算の執行は、

関係法令等に基づき効果的かつ的確になされているか。（３）収入支出事務は、関係

法令等に基づき適正かつ計画的、効率的に処理されているか。（４）財産管理及び主

要事業の各状況について、それぞれの関係諸帳簿及び証憑書類との照合その他必要

と認める関係資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取し、併せて別途実施した例

月出納検査をも勘案し、慎重に審査を行いました。  

次に、第２審査の結果でございますが、第１点としまして、決算計数について   
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審査に付された一般会計並びに特別会計の歳入歳出決算書、その他の書類は、関係

法令に準拠して調整されており、計数も誤りは認められず決算は適正に表示されて

いるものと認められた。なお、財産に関する調書の計数についても誤りは認められ

ず、適正に管理運営されているものと認めることができました。  

二つ、執行状況について、平成１９年度は、中山小学校の耐震補強及び大規模改

修工事、大山中学校技術棟改築工事、明許繰越しした情報通信基盤整備事業等の大

型投資的事業や、大山恵みの里づくり計画推進事業を実施されました。国の危機的

な財政状況や交付税制度の見直しによる影響も懸念されましたが、適確な情報収集

と堅実な財政運営により、その懸念も払拭され、近年になく安定した財政運営とな

っている。その他の福祉・教育・医療・住環境整備などにおいても、施政方針に従

って適正に執行されており、町勢進展のための努力が見受けられます。  

 次に第３の会計別執行状況でありますが、第１、一般会計、先ほども町長さんの

方から内容については詳しく申し上げられましたので、簡単に申し上げたいと思い

ますが、平成１９年度一般会計歳入総額は１０２億８，３１５万５，０４４円、歳

出総額は９９億４，１６２万９，６５６円で、歳入歳出差引残額は３億４，１５２

万５，３８８円となっております。  

 まず (１ )の歳入ですが、本会計歳入決算は、予算現額１０３億９，４０６万５，

０００円に対し、調定額は１０４億１，９２０万９，９６３円、収入済額１０２億

８，３１５万５，０４４  円で、不納欠損額が３，０５５万１，５９１円あるため、

収入未済額は１億５５０万３，３２８  円となり、予算額に対して９８．９％、調定

額に対して９８．７％の収入状況となっております。  

収入未済額の主なものは、法人町民税を含めた町民税２，２８２万１４６円、固

定資産税７，４３９万８，２０７円、軽自動車税２５７万８，７００円、住宅使用

料４３７万４円等で、その内訳は、現年度分２，４７４万３，６５０円、過年度分

８，０７５万９，６７８円であります。別表の方に、最後の方の別表に、別表３に

書いておりますのでご覧下さい。  

滞納対策については、担当課は、県との税務職員相互併任制度の導入や法的措置

の執行等、総力を結集して取り組まれており、その努力に敬意を表します。その内

容につきましては、先ほど町長さんの説明の中にも厳しい措置が施されたというこ

ちを説明がありましたので、再確認していただきたいと思います。  

現年度分、過年度分のいずれも収入未済額は、１８年度に比べ大きく減少したか

に感がありますが、これは不納欠損額の増加額とほぼ同額であり、収入未済額はほ

ぼ横ばいの状況にあります。   

(２ ) の歳出、歳出決算は、予算現額１０３億９，４０６万５，０００円に対し、

支出済額が  ９９億４，１６２万９，６５６  円、翌年度繰越額が２億２，８３４万
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６，０００円、不用額が２億２，４０８万９，３４４円となっている。不用額は１

８年度２億７，１９６万２，４０９円から、４，７８７万３，０６５円を縮減して

います。予算額に対する執行率は９５．６％で、１８年度執行率９３．６％と比べ

２．０％の向上となっています。  

 次に、特別会計の中で２番としまして、そこから入ります。２番の土地取得特別

会計、本会計決算は歳入総額８２万２，５６３円に対し、歳出総額は８２万８８５

円であり、歳入歳出差引額は１，６７８円となっています。  

３、住宅新築資金等貸付事業特別会計、本会計決算は歳入総額４千万２，６５０

円に対し、歳出総額は４，０００万２，２３０円で、歳入歳出差引額は４２０円と

なっている。３５１万４６３１円の不納欠損額があります。  

貸付金元利収入において、収入未済額が３億３４６万４，９０２円あり、これは

町の滞納総額６億１，２１１万２，４８５円のうちの４９．６％に相当するもので

あります。１９年度には法的手段も講じられ、未収金対策への努力は伺えるものの、

一般会計からの繰入金により、収支が保たれている状況にあり、引き続き未収金対

策の強化に努められたいと思います。  

次、４、開拓専用水道特別会計、本会計決算は歳入総額２，２６４万４，２６８

円に対し、歳出総額は１，２８１万４，９６０円であり、歳入歳出差引額は９８２

万９，３０８円となっている。管理収入で５３万９，８１６円の収入未済額があり

ます。  

５番、地域休養施設特別会計でございますが、平成１９年度から、施設管理につ

いて指定管理者制度を導入した結果、決算総額が減少した。本会計決算は歳入総額

１，５０３万４，２６３円に対し、歳出総額は１，５０３万４，２６３円であり、

歳入歳出差引額は０円となっている。  

６、老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金貸付事業特別会計、本会計は昭和

６０年度で貸付を終了し、現在は償還事務のみを行う会計であります。歳入総額７

万２，５６３円に対し、歳出総額は７万２，０００円でございます。歳入歳出差引

額は５６３円となっており、貸付金元利収入において、収入未済額が１４８万８，

１５４円あります。  

７番、簡易水道事業特別会計、本会計決算は歳入総額５５０万８，８２３円に対

し、歳出総額は５５０万８，８２３円であり、歳入歳出差引額は０円となっており

ます。  

  ８番、国民健康保険特別会計、本会計決算は歳入総額２４億６，８５６万１，８

４３円に対し、歳出総額は２３億５，５４０万６，７９６円であり、歳入歳出差引

額は１億１，３１５万５，０４７円となっております。  

国民健康保険税の収入状況は、予算現額で６億１１７万４，０００円に対し、調
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定額は７億８，７５１万７，７６７円、収入済額は６億３，６５５万５，５４８円

で、国民健康保険税において、不納欠損額が１１２万円ちょうどあります。収入未

済額は１億４，９８４万２，２１９円となり、徴収率は調定額に対して８０．８％

となっています。これは平成１８年度徴収率を０．２％下回ってあります。  

９番目、国民健康保険診療所特別会計、本会計決算は歳入総額４億７，７４９万

６，３７４円に対し、歳出総額は４億３，８２４万７，９０７円であり、歳入歳出

差引額は３，９２４万８，４６７円となっている。１９年度中途で、大山診療所の

医師の交代等により、診療収入のうち入院収入は１８年度に比べ減少しています。

この減少をみますと、大山診療所の当初予算が４９２万あったものが、実際には、

１９万５，８５８円ということでここで４７２万４，１４２円の収入不足ができて

います。  

１０番、老人保健特別会計、本会計決算は歳入総額２１億２，０２１万４，１８

７円に対し、歳出総額は２１億８，７２７万８，９１６円であり、歳入歳出差引額

に６，７０６万４，７２９円の不足を生じたため、翌年度歳入繰上充用金６，７０

６万４，７２９円で収支の均衡が保たれています。  

１１、介護保険特別会計、本会計決算は歳入総額１７億３，２９８万５，７６６

円に対し、歳出総額は１７億２，４１３万３，０１０円であり、歳入歳出差引額は

８８５万２，７５６円となっています。介護保険料、手数料で６０８万７９６６円

の収入未済額があり、介護保険料１２万７００円を不納欠損しております。  

○議長 (鹿島  功君 )  ここで途中ではありありますが、暫時休憩に入ります。再開

は１３時３０分としたいと思います。  

午後１２時０５分  休憩  

─────────────────・───・───────────────  

午後１３時３０分  再開  

○議長 (鹿島  功君 )  再開いたします。それでは午前中に引き続き、監査委員さん

の報告をお願いします。  

○代表監査委員（椎木喜久男君）  それでは午前中に引き続きまして１２番の介護

保険事業特別会計からやりたいと思います。  

本会計決算は歳入総額２，６３７万３，４５８円に対し、歳出総額は２，５７３

万４，２１０円であり、歳入歳出差引額は６３万９，２４８円となっております。  

１３、農業集落排水事業特別会計、本会計決算は歳入総額４億６，７１４万９，

１５５円に対し、歳出総額は４億６，６９４万６，１８３円であり、歳入歳出差引

額は２０万２，９７２円となっている。分担金、使用料、雑入で、収入未済額が３

６５万９，６５６円あります。  

１４、公共下水道事業特別会計、本会計決算は歳入総額４億９，５５８万３，７
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７０円に対し、歳出総額は４億９，５０９万６，６６６円であり、歳入歳出差引額

は４８万７，１０４円となっております。分担金、使用料で、収入未済額が１，４

３２万２，０９２円あります。また、分担金において不納欠損を１４０万８，２０

０円を行ってあります。  

１５、風力発電事業特別会計、本会計決算は歳入総額５，５１８万８，２００円

に対し、歳出総額は５，０７６万４，０６８円であり、歳入歳出差引額は４４２万

４，１３２円となっております。  

１６、温泉事業特別会計、本会計決算は歳入総額５３５万１，９３２円に対し、

歳出総額は５３５万４２８円であり、歳入歳出差引額は１，５０４円となっていま

す。  

１７、宅地造成事業特別会計、本会計決算は歳入総額１億３，８０２万３，６５

０円に対し、歳出総額は６，７７９万７，４４４円であり、歳入歳出差引額は７，

０２２万６，２０６円となっています。  

１８、情報通信事業特別会計、本会計決算は歳入総額１億２，９２３万３，２４

０円に対し、歳出総額は１億２，８８３万６，３４０円であり、歳入歳出差引額は

３９万６，９００円となっています。  

次に第４の資金運用状況について、ご報告いたします。平成１９年度における一

般会計及び特別会計の収支実績及び資金運用状況は、別途実施した例月出納検査を

も勘案し、適正に行われているものと認めました。  

基金は、当初合併後４年程度で皆減すると試算されていたが、平成１９年度末基

金現在高３１億５，４７７万７，０００円と堅実な運用が図られている。今後も、

厳しい財政運営となることが予測されるが、安易に取崩することなく、その運用に

ついては慎重に対処されたいと思います。  

第５、財産管理の状況について、町有財産は、公有財産、物品、債権、基金に大

別され、財産に関する調書のとおりであり、適正に管理されているものと認めた。     

第６、主要事業の執行状況について、御崎漁港整備事業、御来屋漁港整備事業、

小中学校施設耐震補強事業など、一部には翌年度に明許繰越された事業もあるが、

概ね適切に執行されているものと認めました。  

第７、指摘事項でございますが、指摘事項では、（ 1）例年と同様な指摘ではある

が、町民税・固定資産税・国民健康保険税等の町税、町営住宅使用料、住宅新築資

金等貸付金、介護保険料、農業集落排水事業使用料、公共下水道事業使用料、水道

料など、およそ６億２，０００万円に及ぶ未収金対策を積極的に行なうこと。特に

未収金が年々増加の傾向にある固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保

険料、上下水道料については、法的措置への着手やその原因究明に努め、新たな未

収が発生しないよう対策を講じること。  
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（２）遊休町有地については、処分のため平成１９年度に競争入札に付されるな

ど、その努力は認めるものの、議会町有地等活用調査特別委員会から提言があるよ

うに、利活用の予定のないもの、管理に著しい経費を要するものにおいては、労力

や経費削減のため、売却を含めた処分を検討され、財源の確保に努められたい。  

（３）農業集落排水･公共下水道事業とも、すべての環境整備を終え、供用開始さ

れているが、今後は加入促進及び接続率の向上、過去に借り入れた高利な起債の借

換え等に努め、自助努力により、他会計からの繰入金に依存する会計運営の改善を

図られたい。  

（４）新たに平成１９年度から、社会体育施設、温泉施設、地域休養施設等にお

いて指定管理者制度を導入し、管理経費の削減に成果をあげてこられた。一方、直

営管理時と比較し、維持管理やサービスにおいて、著しく低下したという町民の声

を聞くので、その改善について検討をされたい。  

（５）合併により、町の面積、町民の数、集落数、管理施設、環境等が急激に変

化しました。職員がこれらのすべてを掌握することは困難であると理解はするもの

の、職員が新大山町のことを知らないという事態に直面する機会があります。  

また、職員の来客者に対するあいさつや接遇方法についても、いまだ不十分なと

ころがあると認識するので、住民サービスや職員資質の向上、人材育成の観点から、

現場を知る機会づくりや接遇研修、職員研修等の充実に努められたい。  

（６）各会計歳入決算において、予算現額と調定額の乖離が著しい会計、科目が

ある。予算と調定は表裏一体の関係にあり、これらが大きく乖離することは、予算

管理が十分でないと判断せざるを得ないので、予算現額・調定額相互の把握に努め、

補正等の必要が生じた場合は、近々の議会において所要な措置を講じられたい。  

 次に別表の１から別表の５までについてですが、別表１には、平成１９年度大山

町一般会計歳入歳出決算の状況を表に表しております。別表２は、平成１９年度大

山町特別会計歳入歳出決算の状況を書いております。別表３は、平成１９年度滞納

状況について記載しております。別表４、平成１９年度の不納欠損状況を書いてお

ります。別表５、平成１９年度各会計間の繰出金・繰入金の状況を書いております

ので、ご覧いただきたいと思います。以上で平成１９年度の歳入歳出決算について

の審査意見の報告を終わりますが、次に、企業会計についてご報告を申し上げたい

と思います。  

 まずは、平成１９年度の水道事業会計決算の審査の意見についてご報告申し上げ

ます。  

  平成１９年度大山町水道事業会計決算書及び関係書類を審査しましたので､その

結果について次のとおり意見を付して報告いたします。  

 平成１９年度大山町水道事業会計決算審査意見書、審査の概要、平成２０年７月
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１７日に、下記の決算書及び関係諸帳簿を審査し、予算の執行状況が議決の趣旨に

則し、効率的かつ合理的に行われているか等について検討を加えつつ慎重に審査し

た。その結果、決算計数は諸帳簿と合致し計算に誤りはなく、いずれも正確である

ことを認め、ました。  

審査の書類でございますが、（１）平成１９年度大山町水道事業会計決算書類、（２）

平成１９年度大山町水道事業会計決算付属書類でございます。  

３．収益的収入支出及び利益の状況でございますが、平成１９年度の収益をみま

すと２億２，３４７万７，０００円、昨年が２億２，９４８万２，０００円で２カ

年の平均からみますと２億２，６４８万円となっています。  

支出を見ますとだいたい横ばい状態で１８年度が２億５，０９１万４，０００円、

１９年度が２億５，６４９万４，０００円、平均でいきますと２億５，３７０万４，

０００円ということで利益からその利益をみますと、１８年度で２，１４３万２，

０００円の赤字、平成１９年度で３，３０１万７，０００円の赤字でございます。

３回の平均でいきますと税抜きでございますけれど、２，７２２万４，０００円の

赤字というようなことでございます。  

４、資産の内容ですが、固定資産６０億７，８７７万３，１０３円でございます。      

当年度の増加は、  ６，３７７万７，３６６円、当年度減少したものは、１，９４９

万８，５５０円、償却累計額が８億８，７２１万４，２９９円  となっています。  

未償却残高は、５１億９，１５５万８８０４円でございます。  

 流動資産の明細でございますが、現金預金１億８８０万７，４５４円、未収金              

３，６２７万４，３５２円、貯蔵品の棚下ろしでございますが、５８６万５，５１４円、

企業債未償還残高が１８億７，４６９万３，０５４円となっております。   

業務の内容ですが、先ほども町長さんの方から年間立米が報告ありましたが、今

年は昨年に比べて特に年間給水量で１万９，６６９立米、あ、配水量ですね、今言

ったのは、基へ配水量が昨年に比べて１万９，６６９立米減っております。それか

ら、給水量ですが、昨年に比べますと１万７，１３７立米減っております。  

有収率につきましては、昨年どおり８５％ということで、前年度対比０でございま

す。  

６番の供給単価・給水原価でございますが、平成１９年度供給単価は１立米当た

り１３５円３３銭、平成１９年度給水原価は１立米当たり１６９円１９銭となって

おりまして、ここに３３円８６銭の開きがございます。  

第７にいきまして結びでございますが、本年度の収益的収支における総収益は２

億２，３４７万７，５０６円、総費用は２億５，６４９万４，１７８円で、当年度

の純損失は３，３０１万６，６７２円となり、前年度繰越欠損金４，３０７万８，

８２１円と合わせますと未処理欠損金は、７，６０９万５，４９３円となっていま
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す。  

資本的収支では、収入５，７２０万２，５８８円に対しまして、支出１億３，５

７７万６，７４５円となり、資本的収支は７，８５７万４，１５７円不足を生じま

す。過年度の分の消費税資本的収支調整額１０６万６，１８５円と過年度分損益勘

定留保資金７，７５０万７，９７２円で補填されています。  

水道使用料の未収金は２，７１７万４，３５２円で、前年度に比べ、減少はして

いるものの、平成１９年度は、地方自治法第２３１条及び第２３６条の規定に基づ

き、件数で４４件、金額で７９３万８，４０８円の納付義務の消滅手続きを行った

こともひとつの要因であり、滞納件数及び滞納者数は、ほぼ横ばいの状況にありま

す。  

今年度は、合併前からの大きな課題であった、旧町間で異なる水道料金の統一化

に向けて料金検討委員会を設置し協議が開始されましたが、種原、赤松地区では、

簡易水道から上水道への切り替え移行に大きな進展があったことなど、その努力に

は大いに敬意を表するものであります。しかしながら、繰越欠損金が年々増加する

など、財政状況の悪化が憂慮されるので、未収金対策の強化を含め、水道事業会計

の安定と健全化に向けて、あらゆる努力をされるよう意見を付して、平成１９年度

大山町水道事業会計決算審査の意見とします。  

続きまして索道会計の企業会計の中の、索道会計について報告をいたします。平

成１９年度大山町索道事業会計決算審査意見について、平成１９年度大山町索道事

業会計決算書及び関係書類を審査しましたので、その結果について次のとおり意見

を付します。  

平成１９年度大山町索道事業会計決算審査意見書、１．審査の概要、平成２０年

７月１６日、下記の決算書及び関係諸帳簿を審査し、予算の執行状況が議決の趣旨

に則し、効率的かつ合理的に行われているか等について検討を加えつつ慎重に審査

した。その結果、決算計数は諸帳簿と合致し計算に誤りはなく、いずれも正確であ

ることを認めた。  

審査の書類ですが、（１）平成１９年度大山町索道事業会計決算書類、（２）平成

１９年度大山町索道事業会計決算付属書類、 (３ )最近の収益的収入支出及び利益の

状況でございますが、この表をみていただきますと分かりますように収入でみます

と１８年度に比べますと１９年は１３６％増になっております。支出でいいますと

８３．５％ということで非常に支出については職員の減とかいろんなところで経費

を削減されたということが見えております。  

前年度比で１９年度は、収入は前年対比の中で１３ .６％ぐらい多くなっています。 

次に資産内容ですが、固定資産の部類ですが、資産累計額１８億７，０７４万６，

７１７円、当年度増加額０円、当年度減少額  ０円、償却累計額１５億２５２万２，
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９８８円、未償却残高３億６，８２２万３，７２９円、 (2）流動資産の明細、現金

預金１億１，５１８万８，５７１円、未収金  ６１４万６１０円、この未収金は、も

う既に回収されておりますので、問題はありません。乗車券等の精算未収金でござ

いますので、別に問題なく入っております。  

企業債の未償還残高０円でございます。  

企業内容ですが、索道事業における前年度対比は次のとおりであります。稼動日

数で見ますと昨年は５０日、１９年度は８４日、前年度対比は３４日間多くなって

います。  

しかしながら、この中で非常に感じることは、乗車効率が多少上がっております

けれど、最大の輸送人員というのがですね、その辺が問題であろうなというふうに

思います。毎年こういう状況ですとまだいいんですが、雪不足というようなことが

ありますとまた大変苦しい状況になるというふうに思います。  

そこで６番の結びで、平成１９年度大山町索道事業会計決算は、索道事業で３，８

５０万８，７４０円の純利益を生じ、附帯事業で７３５万８，１０９円の純損失を

生じたものの、合計では、３，１１５万６３１円の純利益となった。  

前年度繰越欠損金６億２，２８０万９，０９９円を加えて、次年度へ未処理欠損

金として５億９，１６５万８，４６８円を繰越する内容となっております。  

本年度は、暖冬のため昨年同様シーズン当初は降雪がなく、１２月２３日に大山

スキー場開きオープンしたが、本格的な営業は１２月３１日からとなった。１月下

旬になると安定した積雪に恵まれ、３月２３日のシーズン終了まで８３日間、雪不

足を心配することなく、営業を行うことができた。しかしながら、スキー離れや趣

味の多様化などにより、全国的な傾向としてスキー人口の減少は顕著であり、平日

駐車料金の無料化やリフト半日券の料金改定、職員数の縮減や諸手当の見直しなど、

索道事業会計の財政安定に向け、様々な施策に取り組まれたことは評価するものの、

積雪が十分にあった前々年と比較し、入り込み客数で約３万人、索道事業収益でお

よそ３，７８０万円の減となった。  

現在の厳しい経済情勢下では、今後も入り込み客数の急増は望めないが、近々に

ワイヤーの張替えなどの施設改修を控える中、スキー場管理組合を中心に集客施策

やグリーンシーズンの活用方策を検討され、事業収益の向上と索道事業会計の健全

化に向けて、さらに一層努力されるよう意見を付して、平成１９年度大山町索道事

業会計決算審査の意見とします。以上で終わります。  

○議長（鹿島  功君） 監査委員さんにおかれましては大変長期間にわたり、朝から

５時までという形で本当に長いことお世話になりまして決算を審査いただきました。

誠にありがとうございました。  

─────────────────・───・───────────────  
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日程第２６  議案第１２７号～日程第３４  議案第１３５号  

○議長（鹿島  功君）  それでは、日程第２６、議案第１２７号  平成２０年度大

山町一般会計補正予算（第４号）から  日程第３４、議案第１３５号  平成２０年

度大山町索道事業会計補正予算（第２号）まで、計９件を一括議題とします。提案

理由の説明を求めます。町長。  

○町長（山口隆之君）  ただいまご上程をいただきました議案第１２７号から議案

第１３５号までの提案理由のご説明を申し上げます。  

まず議案第１２７号  平成２０年度大山町一般会計補正予算（第４号）について、

提案理由のご説明をいたします。  

本案は、歳入においては国庫補助金などの追加、高田工業団地の売却収入の計上、

歳出においては既定の事業内容の変更及び追加の必要が出てきたことなどにより、

歳入歳出予算の過不足を調整するため既定予算の補正を提案をし、本議会の議決を

求めるものであります。  

この補正予算第４号は、既定の歳入歳出予算の総額に１億１，９５４万６，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を９８億５，１９８万５，０００円とするもの

であります。  

次に、第１表を歳入から各款をおってご説明申し上げます。  

第４５款分担金及び負担金は、３万４，０００円の増額で、農地費分担金の追加

であります。   

第５５款国庫支出金は、４，３７３万５，０００円の増額で、主なものは、まち

づくり交付金６００万円の減、地方道路整備臨時交付金４，６５０万円の追加、埋

蔵文化財調査費補助金１３２万５，０００円の追加、農地農業用施設災害復旧事業

補助金１６２万５，０００円の新規計上などであります。  

 第６０款県支出金は、１，４７５万８，０００円の増額で、主なものは、小規模

作業所運営費補助金９８万９，０００円の追加、チャレンジプラン支援事業補助金

２１５万１，０００円の追加、未整備森林緊急公的整備導入モデル事業補助金１２

５万円の追加、次世代鳥取梨産地育成事業補助金８６３万７，０００円及び森林環

境保全税関連事業費補助金２８１万円の新規計上、漁村再生交付金２００万円の減

などであります。  

 第６５款財産収入は、高田工業団地売り払い収入６，９００万円の計上でありま

す。  

第７０款寄附金は、災害復旧費寄附金２５万円を計上しております。  

第８０款繰越金は、３，５５３万９，０００円の増額であります。  

第８５款諸収入は、７７万円の減額で、主なものは各種検診負担金２５１万９，

０００円の減、消防団員退職報償金６０万９，０００円、大山僧坊跡発掘調査委託
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金１１０万円であります。  

第９０款町債は、４，３００万円の減額で、主なものは、合併特例債の観光交流

拠点整備事業５７０万円の追加、辺地対策事業債の町道種原大野線道路改良事業３，

２３０万円の減、一般単独事業債の臨時地方道整備事業２，０４０万円の減、国の

予算等貸付金債４１０万円であります。  

 次に歳出について、人件費を除く主なものについてご説明申し上げます。  

事項別明細書７ページ第１０款総務費は、５，５７６万６，０００円の増額で、

主なものは、第５項総務管理費の一般管理費で、公共施設整備基金積立金４，６０

０万円の追加、文書広報費で、集落有線放送修繕補助金４３万７，０００円の追加、

企画費で情報通信事業特別会計繰出金９４万４，０００円の追加、８ページ１０項

徴税費の税務総務費で来年度から国民年金から天引きが可能となる住民税特別徴収

システム改修等委託料５７７万５，０００円、法人税の還付を中心とした町税等更

正還付金６５０万円の追加、１０ページの戸籍住民台帳費は組み替えであります。  

第１５款民生費は、６６５万１，０００円の増額で、主なものは、１１ページ第

５項社会福祉費の社会福祉総務費で、国保事業特別会計繰出金１３３万２，０００

円の追加、障害者福祉費で、小規模作業所運営費補助金１９８万円の追加でありま

す。  

１２ページ第２０款衛生費は、９１万６，０００円の増額で、第５項保健衛生費

の予防費で、食育推進計画策定委員謝金１３万円の計上、委託料は各種がん検診委

託料など２５１万９，０００円の減、老人保健特別会計繰出金２６８万円の追加、  

１３ページ清掃費のし尿処理費で、合併処理浄化槽設置補助金５２万９，０００円

の追加であります。  

第３０款農林水産業費は、２，３１０万５，０００円の増額で、主なものは、農

業費の農業振興費で、取組み組織等の増により「農地・水・環境保全向上活動支援

事業負担金」１０９万２，０００円、チャレンジプラン支援事業費補助金３２２万

８，０００円のそれぞれ追加、県の新制度による次世代鳥取梨産地育成事業補助金

９８３万７，０００円の新規計上、林業費の林業振興費で、未整備森林緊急公的整

備導入モデル事業補助金１２５万円の追加、また、県の森林環境保全税を活用した

関連事業費補助金２８１万円を新規に計上いたしております。  

１４ページ水産業費の漁港建設費では、事業内容の変更により予算の組替えと、

御崎漁港整備にかかるヤード等の敷地使用料及び御来屋漁港直販所の看板設置工事

を単独事業として追加をいたしております。  

第３５款商工費は、７１８万５，０００円の増額であります。主なものは、観光

パンフレットの増刷費５７万８，０００円、にぎわい復活事業では、モンベル大山

店が入居いたしました「旧大山眺海荘」の屋根の傷みがひどく、修繕工事委託費３
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５１万６，０００円を追加いたしております。  

１５～１７ページ、土木費は、９０９万３，０００円の増額で、主なものは、道

路新設改良費で、地方道路整備臨時交付金事業の事務費の追加と町道上坪名和神社

線で用地取得費１５０万円の追加、また、内容変更による予算の組み替えと財源の

組み替えを行っております。  

 住宅費の住宅管理費では、中山さざんか台団地のシロアリ駆除手数料１２０万６，

０００円、制度改正に備えた住宅使用料徴収システム改修委託料３６万８，０００

円、今在家団地の地下タンク修繕工事費３３８万６，０００円、修正申告に伴う過

年度住宅使用料の還付金２１万６，０００円を計上しております。  

１８ページ消防費は、９０万９，０００円の増額で、消防団員退職報償金６０万

９，０００円の追加と消防操法大会県大会への参加費用３０万円を追加計上いたし

ております。  

第５０款教育費は、１，３５２万１，０００円の増額で、主なものは、１９ペー

ジ小学校費で、大山西小学校プール壁塗り替え塗装工事費５５７万円の追加、中学

校費で、陸上・柔道・剣道部の全国大会等への派遣補助金１１９万４，０００円の

計上、社会教育費では、文化祭開催経費１５１万７，０００円の追加、２０ページ

文化財費で、町内試掘調査事業費３０１万６，０００円、大山僧坊跡調査事業１１

０万円などを追加いたしております。  

２１ページ保健体育費の体育施設費では、大山総合体育館の壁面のシーリング及

び窓枠等のシーリングの不具合を修繕するため工事費８７１万５，０００円の追加

計上をいたしております。  

２２ページ第６０款災害復旧費は、２５０万円の増額で、これは、局地豪雨によ

る町内明間地区の農業用用水路災害復旧事業費であります。  

 予算総括表５ページの「第２表   債務負担行為補正」でありますが、来年度から

学校給食調理業務を民間委託する予定とし、向こう３年間の委託費２億１，０００

万円の債務負担行為を追加設定しております。  

 次に  ６ページの「第３表  地方債補正」ですが、新たなものとして国の無利子に

よる地方道路整備臨時貸付金４１０万円を追加しております。  

以上で、議案第１２７号の提案理由の説明を終わります。  

 続いて議案第１２８号  平成２０年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計補

正予算（第 1 号）について提案理由のご説明を申し上げます。  

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３３万１，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３，１１０万１，０００円とするものであ

ります。  

補正内容について、歳入から、ご説明をいたします。  
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第５款県支出金２４万８，０００円は、県補助金であります。  

第１０款繰入金８万３，０００円は，一般会計からの繰入金であります。  

次に歳出について、ご説明いたします。  

第５款総務費、第５項総務管理費、目１の一般管理費で，口座振替システム委託

料として３３万１，０００円を計上いたしております。  

これで、議案第１２８号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１２９号  平成２０年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について提案理由のご説明を申し上げます。  

 本案は、保険給付費において一般被保険者分と退職被保険者分について見込額に

変更が生じたこと、又出産育児一時金、保険税還付金に不足が見込まれること、及

び過年度分の精算による超過分増などにより歳入歳出予算の過不足を調整するもの

であります。  

 既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ１，５６８万１，０００円を追加し、

歳入歳出予算総額をそれぞれ２５億６，５８８万７，０００円とするものでありま

す。  

 歳入からご説明いたします。  

 第１５款国庫支出金、１，２３４万３，０００円の減の内訳は、一般被保険者療

養給付費及び高額療養費の減に対する国庫負担金９７５万９，０００円及び国庫補

助金２５８万４，０００円の減額であります。  

 第２５款療養費給付費等交付金２，８７０万２，０００円の増は、退職被保険者

にかかわる療養給付費及び高額療養費及び高額療養費の増額によるものであります。 

 第３０款県支出金２０１万円の減は、一般療養給付費及び高額療養費に対する財

政調整交付金であります。  

 第５０款繰入金１３３万２，０００円の増の主なものは、出産育児一時金の不足

が見込まれるため、不足額１７５万円の３分の２を一般会計から繰入するものであ

ります。  

 次に歳出についてご説明いたします。  

第５款総務費１６万５，０００円の増は、通信運搬費の増が主なものであります。  

第１０款保険給付費１７５万円の増は、第２０項出産育児一時金の不足額を増額

するものであります。なお、療養諸費及び高額療養費については、一般被保険者分

と退職被保険者分に係わる費用の見込み額の見直しを行なったものでございます。  

第５５款諸支出金３１９万６，０００円の増は、保険税還付金に不足が見込まれ

ること、及び実績による過年度超過分償還金の増額であります。  

 第９０款予備費１，０５７万円を計上し、不測の事態に備えるものであります。  

以上で議案第１２９号の提案理由の説明を終わります。  
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続いて議案第１３０号  平成２０年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予

算（第２号）について提案理由のご説明をいたします。  

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０４５万３，０００

円を増額して、歳入歳出の総額をそれぞれ６億２，５２１万８，０００円とするも

のであります。  

 歳入からご説明をいたします。  

第５款診療収入では、第１０項外来収入１５７万円の減額、第１７款国庫支出金

７３０万の増額、第３５款繰越金４２２万３，０００円の増額および第４５款町債

５０万円の増額であります。  

次に歳出についてご説明をいたします。  

第５款総務費３０８万３，０００円の増額は、主に大山口リハビリセンターの増

改築工事に係るものであります。  

第１０款医業費７３７万円の増額は、大山口診療所のレントゲンの更新によるも

のであります。  

以上で議案第１３０号の提案理由の説明を終わります。  

議案第１３１号  平成２０年度大山町老人保健特別会計補正予算（第３号）のご

説明を申し上げます。  

本案は、今年度中の老人医療費の見込み額に変更が生じましたので、歳入歳出予

算を調整するものであります。  

既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，７４３万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８，７８８万３，０００円とするものであ

ります。  

歳入からご説明申し上げます。  

第５款支払い基金交付金１，３５０万円の増、第１０款国庫支出金９００万円の

増、第１５款県支出金２２５万円の増額は、医療費の実績見込みによるものでござ

います。  

第２０款繰入金２６８万円の増額は、医療費の実績見込みによる、町負担分の繰

入れを見込んでおります。  

 次に、歳出についてご説明申し上げます。  

第５款医療諸費２，７００万円の増額は、本年度中の医療給付費の実績見込みに

よるものであります。  

第１０款諸支出金４３万は実績による支払い基金への返還金であります。以上で

議案第１３１号の提案理由の説明を終わります。  

 議案第１３２号  大山町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について、

提案理由のご説明をいたします。  
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 本案の主な補正内容は、昨年度供用開始した光徳処理区の加入が増えたことに伴

い、不足する汚泥処分手数料等を追加するものであります。  

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２８万８，０００円を追加し、歳

入歳出それぞれ５億６，７７１万１，０００円とするものであります。  

 補正内容について歳入からご説明いたします。  

 第１０款使用料及び手数料の８万７，０００円の増額は、光徳処理区の使用料を

見込んでいます。  

 第３０款繰越金２０万１，０００円の増額は、前年度繰越額の確定によるもので

あります。  

 次に歳出についてご説明いたします。  

第５款事業費２８万８，０００円の増額は、光徳処理区の加入が増えたことによ

り不足する汚泥処分手数料を追加するものであります。  

以上で議案第１３２号の提案理由の説明を終わります。  

続いて議案第１３３号  平成２０年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）について提案理由のご説明をいたします。  

 本案は、不測の事態により不足する汚泥処分料と下水施設の修繕料の増額を行う

ものであります。  

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５５万円を追加し、歳入歳出そ

れぞれ５億１，２４３万８，０００円とするものであります。  

 補正内容について歳入からご説明いたします。  

第１０款使用料及び手数料１５６万４，０００円は、加入が増えた名和処理区ほ

かの使用料を見込んでいます。  

第２５款繰越金４８万６，０００円は、前年度繰越額の確定によるものでありま

す。  

第３５款町債５０万円の減額は、前年度下水処理量が見込みより増え、起債借入

額が減少したので減額したものであります。  

次に歳出についてご説明いたします。  

第５款事業費の公共下水道事業費１５５万円は、破損した名和処理区のマンホー

ルポンプ修繕等の施設修繕料、事故により通常処分ができなくなり汚泥処理を外部

委託するため不足する委託料をそれぞれ増額するものであります。  

第１０款公債費では、金額の増減はありませんが起債借入額の変更により財源の

組み換えを行っています。以上で議案第１３３号の提案理由の説明を終わります。  

続いて議案第１３４号  平成２０年度大山町情報通信事業特別会計補正予算（第

２号）について提案理由のご説明をいたします。  

本案は、番組制作に必要な消耗品、備品購入費の増に伴い、既定の歳入歳出予算
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の総額に歳入歳出それぞれ９４万４，０００円を追加し、歳入歳出それぞれ３億５，

９５２万５，０００円とするものであります。補正内容について歳入からご説明を

いたします。  

第２０款繰入金の９４万４，０００万円は、一般会計からの繰入金を見込んでお

ります。  

 次に歳出について説明いたします。  

第５款総務費の９４万４，０００円の増額は、議会中継用、番組送出用、取材用

の専用テープを購入するための消耗品費が２９万８，０００円、編集したデータを

保存しておくための機器購入費が６４万６，０００円であります。以上で議案第１

３４号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第１３５号  平成２０年度大山町索道事業会計補正予算（第２号）に

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。  

 本案は、８月１日付けの人事異動による職員人件費の調整と町営中の原スキー場

で使用しておりますゲレンデ整備用の圧雪車が老朽化し、修理に多額の経費がかか

ることが分かりましたので、ゲレンデ整備能力維持のために新規に圧雪車を購入し

たく補正予算をお願いするものであります。  

  主な内容は、収益的支出の第１款索道事業費用、第１項営業費用、第４目一般管

理費で人事異動による職員の給料等が１０５万４，０００円の増額、第６目資産減

耗費で平成２年に購入した圧雪車の固定資産除却費が３４９万２，０００円の増額

で、支出合計を２億１ ,６９９万３，０００円とするものであります。  

 次に資本的支出でありますが、第１款資本的支出、第１項建設改良費、第１目営

業設備費で、ゲレンデ圧雪車の購入費用として備品購入費を４ ,７４６万円増額し、

支出合計を４ ,７４６万円とするものであります。  

この財源は、過年度損益勘定留保資金等で補填をいたします。  

 以上の補正により、今年度純利益見込みを４５７万円減の５１０万７，０００円

といたしたところであります。  

以上で議案第１３５号の提案理由の説明を終わります。  

─────────────────・───・───────────────  

日程第３５   議案第１３６号  

○議長（鹿島  功君）  日程第３５、議案第１３６号  大山町議会の議員の報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  

提案理由の説明を求めます。町長。  

○町長（山口隆之君）   ただいまご上程をいただきました議案第１３６号  大山町

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について提案

理由の説明をいたします。  
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本案は、大山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

ものであります。改正の主な内容は、地方自治法の一部改正に伴い、「報酬」を「議

員報酬」に改めるものであります。附則で、改正条例の施行の日は、公布の日とい

たしております。  

以上で議案第１３６号の提案理由の説明を終わります。  

─────────────────・───・───────────────  

日程第３６   議案第１３７号  

○議長（鹿島  功君）日程第３６、議案第１３７号  御来屋漁港区域内における公

有水面の埋立についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。  

○町長（山口隆之君）  ただいまご上程をいただきました議案第１３７号  御来屋

漁港区域内における公有水面の埋立について提案理由の説明をいたします。  

本案は、大山町が漁村再生交付金事業により御来屋漁港の施設用地として埋め立

てをしようとするもので、公有水面埋立法第２条第２項の規定に基づき、鳥取県知

事へ平成２０年７月７日付けで提出された出願に対し、同法第３条第１項の規定に

より、公有水面埋立についての意見を求めたい旨照会がありましたので、同法第３

条第４項の規定により本議会の議決を求めるものであります。  

今回埋め立てをしようとする区域の位置は、御来屋字松崎屋敷１００３－６、１

００３、１００４－３及び１００３－５の地先公有水面であります。  

埋め立て区域は御来屋漁港の西側で議案に記載のとおりであります。埋め立て区

域の面積は７０７．７１平方メートルであります。埋め立てに関する工事の施工区

域は、埋め立て区域を含め議案に記載のとおりであります。施工区域の面積は１万

３８９．７９平方メートルであります。  

以上で議案第１３７号の提案理由の説明を終わります。  

─────────────────・───・───────────────  

行政視察調査の報告について  

○議長（鹿島  功君） 日程第３７、行政視察調査の報告についてを議題にします。  

大韓民国襄陽郡行政視察調査団からの報告を求めます。行政視察調査団副団長 

森田増範君。  

○行政視察調査団副団長（森田増範君）  行政視察調査の報告について述べさせて

いただきます。行政視察研修報告書、行政視察調査団副団長  森田増範。  

 行政視察調査を次の通り実施し、調査研修しましたので、その要旨を報告いたし

ます。  

１．調査地、大韓民国  江原道襄陽郡。  

２．目的、大韓民国襄陽郡  李鎭浩郡守より招聘を受け大山町議会として襄陽郡

守・議長を親善訪問し、これまで続けてきた交流の絆をより一層深めること、あわ

せて、襄陽郡内の産業・文化・教育・議会について、当議会常任委員会でテーマを
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定め、現地視察研修し、今後の交流及び議会活動活性化の一助とするということで

あります。  

３．調査期間、平成２０年７月１日から４日まで。  

４．行政視察調査の概要であります。まず総務常任委員会は、椎木  学委員長よ

り襄陽郡議会の状況等について別添報告書のとおり詳しく記載されているところで

あります。次に経済建設常任委員会は、産業の状況について、足立敏雄委員長の方

から別添報告書のとおり詳しく記載されているところです。教育民生常任委員会に

つきましては、秋田美喜雄委員長より、文化教育の状況について別添報告書のとお

り詳しく記載されているところであります。別添の報告書のとおりのちほどゆっく

り目を通していただきたいと思います。  

５．李鎭浩郡守歓迎の言葉、あいさつの要旨であります。別添、その中身につい

ては付けさせていただいておりますが、特に李郡守の私ども議員団への思い、そし

て今後の交流への強い思いが、この文面の中に理解できるものであります。そのよ

要旨を述べさせていただきます。  

この度の訪問は、両自治団体の友好の歴史に新しい道標として記憶され、これま

で築いてきた友情と信頼の色をさらに濃くいたしました。これからは実質的で具体

的な相互発展の方策を共に探してゆく時期であります。いわゆる、本格的な世界化

時代を迎えて、我々両自治体が、行政・経済・文化・体育をあわせたより広範囲な

交流を通じて、国際的眼目を養い、共に世界舞台に進んでゆく、頼もしいパートナ

ーとして発展してゆきたいと望みます。訪問下さいました議員団の皆様に感謝申し

上げ、両自治体がよい友人として、より大きな繁栄に向かって共に進みますよう祈

願いたします。という歓迎の言葉でありました。  

６．総括、大韓民国屈指の海水浴場を有し、年間１００万人の観光交流人口のあ

る襄陽郡はさらに年間を通した観光交流都市、まちづくりとして、特産品を活用し

た、松茸祭・鮭まつり等のイベント実施やオサンリ古代遺跡博物館、ゴルフ場建設

また、ソウルと直結する高速道建設計画等、積極的な取り組みを進めています。郡

立農業技術センターでは、松茸や高麗人参などの培養技術、あるいは安定生産技術

確立の研究など、特産品育成を通し、観光と農業の一体的な産業化への取り組みが

図られおりました。環日本海時代を推進する本県にあって、山から海までを有し、

観光と農林水産業の交流産業化を推進する類似の両町郡が、この度の親善訪問によ

り、特産品等の物流はもちろん人的交流や情報交流等これからの交流の方向性につ

いて確認しあうことができました。今後、一層の情報交換と着実な交流継続により、

環日本海交流時代に向け、両町郡の更なる発展に結び付けたい。以上報告いたしま

す。  

○議長（鹿島  功君）  ただいまの副団長からの行政視察調査報告に対して質疑が
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あれば受けます。  

〔「なし」と呼ぶ声あり〕  

○議長（鹿島  功君）  なければこれで、行政視察調査団の行政視察調査報告を終

わります。  

─────────────────・───・───────────────  

散会報告  

○議長（鹿島  功君）  以上で、本日の日程は終了いたしました。次会は、明日、

１０日に会議を開きますので、９時３０分までに本議場に集合してください。  

本日は、これで散会します。ご苦労さんでした。  

─────────────────・───・───────────────  

午後２時３２分  散会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


